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（１）策定趣旨
仙台市水道事業は、大正12年の給水開始以来、人口増加や都市の発展に応じた拡張を行いながら、安

全で良質な水道水を供給することで、杜の都 仙台の市民生活、都市機能、産業活動を支えてきました。
近年、水道事業を取り巻く環境は大きく変化し、全国の水道事業体が、水需要の減少、施設老朽化、担

い手不足等の課題に直面しています。こうした課題に対応し、水道の基盤強化を図る目的で、平成30年
12月に改正水道法が成立しました。

本市においても、東日本大震災後の流入により人口増加が続いてきましたが、まもなく減少に転じ、以
後、減少が続く見通しとなっています。これにより水道料金収入の減少が見込まれる一方で、過去に集中
的に整備した管路や主要浄水場の更新時期が順次到来します。施設の更新需要増大に対応するためのマン
パワーについても、ベテラン職員の退職による技術継承等の課題があります。

これまで本市水道事業は、様々な経営効率化の取組により健全な経営を維持してきましたが、こうした
課題に対応し、将来にわたって水道事業を持続していくためには、更なる経営改善策を講じる必要があり
ます。

◆Point１　限られた経営資源の最適な配分「ヒト・モノ・カネ」＋「情報・時間・ネットワーク」
人口増加を背景に拡張事業を行っていた時代には、各事業を推進することが優先され、「ヒト・モノ・

カネ」の経営資源も今より豊富だったため、それぞれの配分はあまり重視されませんでした。
一方、今後迎える人口減少社会では、活用できる経営資源には限りがある上に、「ヒト・モノ・カネ」

の課題が多様化し、相互に影響を及ぼしているため、いかにバランスを取ってマネジメントしていくかと
いう視点が重要となります。
「ヒト」について、お客さま側では人口減少という大きな社会構造の変化があります。一方、供給側では、

水道局におけるベテラン職員の退職による技術継承の課題にとどまらず、水道事業をともに支える事業者
のマンパワー不足という課題も生じています。
「モノ」では、事業環境が大きく変化する中においても、水道事業には、安全な水道水を安定的に供給

していく使命があるため、耐震化等といった施設の機能向上だけでなく、老朽化による更新需要の増大や
漏水等のリスクの増大、水需要の減少に合わせた施設再構築といった課題に対応していく必要があります。
「カネ」では、人口減少に伴う水需要の減少と、これによる水道料金収入の減少という当面の課題と、

将来に向けた更新財源の確保や、長期的な財政収支の均衡といった課題もあります。
マンパワーや更新財源の課題が解決できなければ、施設の適切な維持管理・更新が難しくなり、将来的

にはサービス水準が維持できなくなるおそれがあります。
こうした多様な課題に対応しながら各事業を着実に推進するためには、限られた経営資源である「ヒ

ト・モノ・カネ」を適切に配分するとともに、これまで蓄積してきた「情報・ノウハウ」、優先順位に応
じた「時間」配分、市民や事業者、他の水道事業体との「ネットワーク」といった経営資源も効果的に活
用する必要があります。

１ 策定趣旨と位置づけ
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◆Point２　新たな事業手法の活用＋お客さまとのコミュニケーション強化
限られた経営資源の中で、バランスをとってマネジメントしていくためには、官民連携や広域連携、新

技術の活用等の生産性や投資効率の向上に資する新たな事業手法を多面的に検討し、活用していく必要が
あります。

例えば、今後の水道施設の更新需要増大に対応するには、既存の手法や水道局職員だけで対応するのは
困難です。官民連携・広域連携の活用による担い手の確保や、新技術の活用等を検討する必要があります。

また、今後迎える人口減少社会においても持続可能な経営を維持するためには、更なる経営効率化と資
金の確保が必要となります。現在の水道事業が抱える様々な課題をお客さまと共有し、今後のサービス水
準やリスク管理の考え方、コストのバランス等の、将来の仙台の水道のあるべき姿について、お客さまと
ともに考え、協働して取り組んでいきます。

事業環境の大きな変化に対応し、今後も持続可能な事業運営を行っていくために、これらの要素を踏ま
え、80年後の将来を見据えた仙台市水道事業基本計画を策定します。
「未来へつなぐ杜の都の水の道～市民・事業者との協働～」の基本理念のもと、目指す将来像と、その

実現に向けた今後10年間の施策の基本的方向性を示します。

人口減少社会における課題と対応に向けた考え方

お客さまコミュニケーションの強化

情報・ノウハウ
時間・ネットワーク

 の活用

カネヒト

モノ
施設の
機能向上

人口減少 料金収入の
減少

施設の
老朽化対策

民間事業者の
マンパワー不足 更新財源の確保

施設再構築
の必要性

ベテラン職員
の退職

長期財政収支の
均衡

官民連携

広域連携

新技術の活用

新たな手法
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（２）位置づけ
本計画は、将来にわたり持続可能な事業運営を行うために、80年後の将来を見据えて、目指す将来像と、

その実現に向けた今後10年間の施策の基本的方向性を示すものです。
厚生労働省の「新水道ビジョン※１」では、各水道事業体において、長期的な将来を見据えた理想像を明

示して「水道事業ビジョン」を策定し、その内容の実現に向けた取組を積極的に推進するよう求めていま
す。また、平成30年12月に成立した改正水道法においては、水道の基盤強化を図るために、各水道事業
体における適切な資産管理の推進や、広域連携、官民連携の推進を掲げています。

こうした国の動向を踏まえ、本市水道事業では、80年後を見据えた長期的な資産管理の考え方である「ア
セットマネジメント※２の方向性」と、30年後を見据えた持続可能かつ強靭な施設形態の構築を目指す「水
道施設再構築構想」を示すとともに、目指す将来像を設定し、今後10年間に取り組むべき施策の基本的
方向性を定めます。この方向性に沿った具体的な事業の推進のために、前期・後期５年ごとの中期経営計
画を策定し、年次計画や経営指標を示します。

なお、本計画は仙台市総合計画※３の基本的な方向に沿って策定する個別計画として位置づけるととも
に、総務省が各公営企業※４に策定を要請している「経営戦略※５」として位置づけます。

※１…【新水道ビジョン】�厚生労働省が…50…年、100…年後を見据えた水道の理想像を明示するとともに、その理想像を具現化するため
に取り組むべき事項や方策、関係者の役割分担を具体的に示したもの。平成…25…年…3…月策定。

※�２【アセットマネジメント】…資産の状況を的確に把握し、中長期的な予測を行うとともに、最適な補修や更新により施設を効率的に
管理運営していくための手法。

※�３【仙台市総合計画】…仙台市の中長期的なまちづくりの指針となる計画。21世紀半ばを展望した都市像、都市像の実現に向けた10
年間の施策の方向性、そして概ね３年間の具体的な行動計画から構成される。

※４�【公営企業】�地方公共団体の経営する企業。仙台市では水道事業のほかに、自動車運送事業、高速鉄道事業、ガス事業、病院事業、
下水道事業がある。経営の基本原則は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営するこ
とで、運営に要する経費は原則としてサービスの対価である料金収入を充てることとなっている。

※５�【経営戦略】�各公営企業が、将来にわたってサービスの提供を安定的に継続するための中長期的な経営の基本計画のことであり、
総務省から各公営企業に対して策定が要請されている。

※６【バックキャスト】目標となる未来を定めた上で、そこを起点に現在を振り返り、今何をするべきかを考える発想法。

（2011～2020）

※６

目指す
将来像

2015 2020 2025 2030〜 2050〜 2100〜
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◆アセットマネジメントの方向性（～2100年）

水道事業は、浄水場、配水所、管路等、膨大な施設を保有する装置産業です。施設の多くは数十年間に
わたって使用するため、長期的な視点に立って資産管理を行う必要があります。

これから、本市では、過去に集中的に整備してきた施設の老朽化が進み、漏水等のリスクの増大や、維
持管理や施設更新にかかる費用の増加が懸念されます。本市のアセットマネジメントの方向性としては、
資産の約7割を占める管路の想定使用年数を概ね80年に設定し、80年後を見据えて取り組みます。現有
資産の状況を的確に把握し、資産をできるだけ長く使うための長寿命化を進めるとともに、施設の点検・
診断結果を踏まえて適切な時期に更新を行うことで、適正なリスク管理、ライフサイクルコスト※１の縮減、
財源の確保の３つの要素についてバランスの取れた、持続可能な水道事業を目指します。

アセットマネジメントの取組と目指す姿

◆水道施設再構築構想（～2050年）
本市の人口はまもなく減少に転じ、それに伴い水需要は更に減少していく見込みです。アセットマネジ

メントの取組により施設の老朽化へ適切に対応しながら、水需要の減少に合わせた施設の統廃合や再配置、
規模の見直し等の水道施設の再構築を進める必要があります。

老朽化した施設では、経年劣化や耐震性の不足等により更新や改修の必要が生じています。また、市町
合併に伴い引き継いだ施設が多く、標高差や配水形態から見て必ずしも効率的な配置ではないものもあり
ます。求められる能力や規模も、建設時点とは大きく変わっています。こうした背景を踏まえ、30年先
までの長期水需要推計に基づき水道施設の再構築を進め、安定給水やバックアップ確保の視点も持ちなが
ら、段階的に施設規模の適正化等を図ることで、水道施設全体の最適化を目指します。

※1【ライフサイクルコスト】P35参照。　　※2【基幹管路】P23参照。

浄水場
○ 主要４浄水場は、修繕等により、

長寿命化を図るほか、更新時に
統廃合を行い、施設規模を適正
化します。

○ 小規模４浄水場は、統廃合可能な
施設から、順次統廃合を進めます。

配水所・ポンプ場
○ 配水所は、非常時の水運用面も

考慮しながら、小規模な施設や
経年化した施設の統廃合を進め
ます。

○ ポンプ場は、設備更新時に能
力・台数を適正化します。

基幹管路※２

○ 老朽度等の物理的評価と事故時
の影響度を加味して、更新優先
度を定め、適正な管口径で計画
的に更新を行います。

○ 基幹管路を整備し、バックアップ
機能の強化を図ります。

持続可能な水道事業運営

最適解
ライフサイクルコスト縮減

・点検による施設の状態把握
・維持管理、修繕による施設の長寿命化
・更新時期、規模の最適化

財源の確保
・更新費用の平準化
・将来の収支見通し検討

適正なリスク管理
・資産の現状把握
・事故時や災害時のリスク管理
・サービスレベルの維持

更
新
費
⽤

年度

施設・管路の更新需要（取組前）
管路 施設

更
新
費
⽤

年度

施設・管路の更新需要（取組後）
管路 施設

施設・管路の更新需要（取組前）

年度

年度

管路

管路

施設

施設
施設・管路の更新需要（取組後）

更
新
費
用

更
新
費
用
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（１）仙台の水道の歴史と特徴

２ 仙台の水道のこれまでのあゆみ

明治22（1889） 市制施行、仙台市誕生

大正２ （1913） 上水道の創設工事に着手
（中原浄水場建設等）

大正12（1923） 仙台市水道給水開始

昭和6 （1931） 第１次拡張事業開始
（青下ダム建設等）

昭和23（1948） 第２次拡張事業開始
（富田浄水場建設等）

昭和33（1958） 第３次拡張事業開始
（国見浄水場建設等）

昭和41（1966） 第４次拡張事業開始
（茂庭浄水場建設等）

昭和53（1978）

第５次拡張事業開始
（宮城県仙南・仙塩広域水道※２（以下、

「広域水道」という。）からの受水施設整備等）
宮城県沖地震発生

昭和62（1987） 宮城町と合併

昭和63（1988） 泉市・秋保町と合併

平成元（1989） 政令指定都市となる

平成２ （1990） 広域水道から受水開始

平成12（2000） 第５次拡張事業完了

平成23（2011） 東日本大震災発生
最大約23万戸が断水

平成25（2013） 給水開始90周年

※１�【減価償却費】長期間にわたり使用する固定資産の取得に要した支出を、法定耐用年数に応じて事業年度ごとに配分する費用のこと。
※�２【宮城県仙南・仙塩広域水道】�宮城県が事業主体となり、七ヶ宿ダムを水源として、仙南・仙塩地域の17市町に水道用水を供給

するもの。水道事業が一般のお客さまに浄水を供給する事業であるのに対して、水道用水供給事業
は水道事業者に浄水を供給する事業で、水道水の卸売業とも例えることができる。

特徴２
１市２町との合併

昭和62年に宮城町、昭和63年に泉
市・秋保町と合併し、それぞれの水
道事業を引き継ぎ、統合しました。

事業統合を経験
小規模施設を多数引き継ぎ、管理
する施設が増加

特徴３
震災を2度経験

昭和53年に宮城県沖地震、平成23
年に東日本大震災が発生しました。

復旧・復興の過程で、管路の耐震
化や応急給水施設の整備等、災害
への備えが進んだ
水道施設に大きな被害・長期の断水

特徴１
拡張事業の実施

人口増加や都市の発展等による水
需要の増加に対応するため、昭和
6年から平成12年まで、５次にわ
たる拡張事業を実施しました。

安定的な給水が実現
減価償却費※１や企業債（借入金）
の残高が比較的高い
施設の更新時期がこれから順次到来

特徴４
複数の水源

拡張事業に伴い、複数の水源の確保を行っ
てきました。現在は、主に５つの水源と４
つの浄水場のほか、広域水道からの受水に
より、水道水をお届けしています。

非常時のバックアップ機能があり、断水リ
スクが下がる
特に広域水道は水源が遠く、リスク分散が可能
管理する施設が多くなり、コストが大きくなる
広域水道の受水料金が経営に大きく影響
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水道施設の再構築
これまでの水道システムは、人口増加が続く中、水需要

のピークを想定して整備してきました。
時代は変わり、これから人口減少社会が到来します。仙

台市の人口は2021年から減少する見込みであり、水需要
は今後も減少が続く見込みです。

現在の施設利用率は約８割となっており、災害等に備え
て一定の余裕は必要ですが、今後、水需要が減り、余剰が
大きくなると、効率性の低下が懸念されます。

今後の人口減少に向けて、今の水道施設を再構築し、将
来の仙台に効率的な水道システムを引き継ぐことが、今の
水道事業の大きなミッションです。

環境に優しい仙台の水道
水道事業は多くの電力を使用するエネルギー消費産業で、日本全体では電力使用量の約1％を占めています。

その大きな要因は、水を運ぶためのポンプです。水はわずか１ℓで１kgもの重さがあるため、ダムから浄
水場、配水所を経てご家庭まで、ポンプで圧送した場合は、多くの電力を使います。

仙台の水道は、地形を活かし高いところにダムや浄水場等を配置することで、自然流下を中心とした配
水を行っており、電力使用が少なく環境に優しい水道システムです。

ダム
浄水場 配水所

お客さま

特徴５
自然流下で配水

西から東に傾斜した地形の高低差を
活かして、自然流下による配水を基
本としています。

電力使用量が少ないため、環境へ
の負荷が低く、電気料金も安い
停電時でも配水の継続が可能
水圧調整のために、配水所や圧力
調整設備の数が多くなる

宮床ダム

福岡浄水場

国見浄水場

茂庭浄水場

中原浄水場 宮城野区

泉区

青葉区太白区

若林区

七北田ダム

大倉ダム

釜房ダム

青下ダム

仙台市の水道施設
水源 浄水場

（施設能力：㎥／日）
青下ダム、大倉ダム 中原浄水場（34,500）
大倉ダム 国見浄水場（97,300）
釜房ダム 茂庭浄水場（190,500）
七北田ダム、宮床ダム 福岡浄水場（60,600）

七ヶ宿ダム 南部山浄水場

※仙台市中心部から南西に約60㎞

宮城県仙南・仙塩広域水道

0.3

（kWh／㎥）

0.2

0.1

0
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粉末活性炭注入設備

太陽光発電設備

廃止した富田浄水場

合同訓練

モニター会議

海外研修員受入

水道記念館

実技講習会

災害時給水栓

※�１【高度浄水処理】通常の浄水処理では十分に対応できない臭気物質等を処理できる活性炭処理法等、通常の浄水処理に追加して導入する処理。
※２【小水力発電】水の流量と落差によるエネルギーを電力に変換する小規模な水力発電。
※３【累積欠損金】営業活動の結果生じた欠損金（一般的な赤字にあたる）が当該年度で処理できずに、複数年度にわたって累積したもの。

（２）仙台市水道事業基本計画（2010～2019年度）の総括

①仙台市水道事業基本計画（2010～2019年度）の実績
これまでの計画では、6つの施策の基本的方向性に基づいて各種事業を推進してきました。
計画に掲げる目標は概ね達成しており、分野別の主な実績は以下のとおりです。

１　安全・安心で良質な水道水の提供　～水源から蛇口までの水質管理の徹底～
総合的な水質管理に取り組み、安全・安心で良質な水道水を提供することができました。

■高度浄水処理※１施設導入 ■本市独自の水質目標の設定
■水安全管理対応マニュアル策定 ■水源保全　等

２　安定・信頼の水道システムの確立　～災害にも強い水道づくりの推進～
計画期間以前から継続して行ってきた耐震化等に加え、東日本大 
震災の教訓を踏まえた対策により、災害対応力が強化されました。

■水道施設の更新・耐震化　■災害時給水栓の設置拡大　 
■他都市・団体との応援協定締結や合同訓練実施　等

３　お客さまの視点に立った事業運営　～お客さま満足度のさらなる向上～
お客さまサービス拡充により利便性を向上し、各種イベント等を通じ水道事業のPRに努めました。

■水道修繕受付センターの設置　
■基本料金の日割計算・水道料金クレジットカード決済導入 
■水道記念館の再整備　■モニター会議・出前講座 等

４　環境に配慮した事業運営　～「杜の都」の都市環境づくりへの貢献～
自然流下中心の配水システムで効率的に水道水を供給するとともに、
環境負荷の低減につながる各種施策を実施しました。

■太陽光発電や小水力発電※２の導入拡大 
■施設更新に合わせた省エネルギー型機器への切替　等

５　経営基盤の強化　～持続可能な水道経営の実現～
様々な経営効率化の取組により、累積欠損金※３を解消し、経営改善を図りました。

■施設の統廃合 ■業務委託の拡大 ■職員数の削減 等

６　新たな視点に立った事業運営　～広域化・広域連携、国際貢献に向けて～
近隣水道事業体と連携し地域の課題解決に貢献するとともに、
海外の水道技術や防災・減災意識向上に貢献しました。

■近隣市町の水質検査受託 ■県内水道事業体向けの実技講習会 
■海外研修員の受入 ■震災経験の情報発信　等
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②仙台市水道事業基本計画（2010～2019年度）の課題
これまでの計画に掲げる目標は概ね達成できましたが、今後、水道事業を取り巻く環境が更に厳しさを増す
中で、持続可能な水道事業を実現するためには、長期ビジョンを見据えて、目指す将来像を定め、その実現
に向けて様々な課題に対応していく必要があります。各分野における主な課題は以下のとおりです。

１　安全・安心で良質な水道水の提供　～水源から蛇口までの水質管理の徹底～
平成30年度に実施したお客さま意識調査の結果では、水道局が推進する施策の認知度が低い傾向にあり
ました。徹底した水質管理についての広報や、水道水のおいしさのPR活動等をより積極的に実施するこ
とで、お客さまの水道に対する関心を高めていく必要があります。

２　安定・信頼の水道システムの確立　～災害にも強い水道づくりの推進～
今後は施設の老朽化が更に進むため、アセットマネジメントの取組を一層強化するとともに、更新ペース
アップに向けた対策が必要となります。
また、危機管理マニュアルや災害時応援協定について、これまでの運用状況を踏まえ、内容をレベルアッ
プさせるとともに、実効性を高めるために職員への更なる浸透を図る必要があります。

３　お客さまの視点に立った事業運営　～お客さま満足度のさらなる向上～
これまでも水道モニター会議や各種イベントを通してお客さまとのコミュニケーションを図ってきました
が、水道事業を取り巻く経営環境の厳しさが増す今後は、水道事業に対するお客さまの理解を深めるため
に、お客さまとの双方向コミュニケーションを強化する必要があります。

４　環境に配慮した事業運営　～「杜の都」の都市環境づくりへの貢献～
今後、水需要の減少を見据えた水道施設の再構築を行う際も、自然流下を中心とした配水システムを維持
することを基本とし、環境負荷の低減につながる個別の取組も継続して行うことで、本市の特徴である環
境に優しい水道システムを次世代に引き継ぐ必要があります。

５　経営基盤の強化　～持続可能な水道経営の実現～
本市ではまもなく人口減少に転じ、水道料金収入の更なる減少が見込まれる一方で、過去に集中的に整備
してきた多くの管路や主要浄水場の更新時期が到来し、更新費用は増大していく見通しです。
長期的に持続可能な水道事業を実現するためには、更なる経営効率化を図るとともに、必要な収入確保に
向けた検討を行う必要があります。

６　新たな視点に立った事業運営　～広域化・広域連携、国際貢献に向けて～
地域の中核水道事業体として、本市の保有する技術等を活用した更なる広域連携の取組を検討するほか、
震災経験の積極的な情報発信等の国際貢献の取組も継続して実施する必要があります。
また、限られたマンパワーや財源の中で着実に各種施策を推進するため、新技術導入や官民連携等につい
て多面的に検討し、効果的な取組を積極的に実施していく必要があります。
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経営戦略
本格的な人口減少社会を迎え、水道事業を取り巻く経営環境が更に厳しくなる中でも、

持続可能な事業運営を実現するためには、長期財政収支の均衡が不可欠です。目指す将来
像の実現に向けた各種施策を着実に実施するために、財政面の裏づけを十分に検証してい
きます。

また、各種事業の実績により、目指す将来像の実現につながっているかを適正に評価し、
必要に応じて計画の見直しを図ります。

さらに、本市のまちづくりや社会的要請との整合も不可欠です。
本市では、東日本大震災の経験と教訓を踏まえ、「防災環境都市づくり」を進めています。

水道事業においても、環境に優しい水道システムを維持しながら、防災力を一層高めてい
くことで、「防災環境都市づくり」を共に進めていく必要があります。

また、国連が掲げるSDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組も必要です。
災害等の様々なリスクに対して強靭で、環境負荷の低い、持続可能な水道システムを次世

代に引き継ぐことで、防災環境都市づくりを推進するとともに、SDGsの実現につなげます。

外部評価
これまでの計画の進捗管理では、実績について内部評価を行い、その結果を公表してい

ました。
今後は、内部評価に加え、各分野の有識者による外部評価を導入し、幅広い意見や助言

を受けながら、各事業の効果検証を行うとともに、事業環境の変化等に応じた計画内容の
適切な見直しを図ります。

お客さまの理解
水道事業の持続性を確保するためには、将来負担に関わる今後の施設整備水準とコスト

のバランスについて、お客さまの理解を得ながら丁寧に議論を進める必要があります。
今後は、戦略的広報によりお客さまの水道事業への関心を高めながら、お客さまとの双

方向コミュニケーションの充実を図ることで、お客さまとの連携を強化し、理解を得なが
ら事業運営を行う、開かれた経営を目指します。

本市では、東日本大震災
の経験と教訓を踏まえて、

「杜の都」の豊かな環境を
活かしながら、災害に強い

「防災環境都市づくり」を
進めています。

SDGsの詳細については、
次ページのコラムを
ご参照ください。

③本計画に取り入れるべき視点
これらの課題等を踏まえ、本計画では下記の３つの視点を取り入れていきます。

視点1

視点2

視点3
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SDGs（Sustainable Development Goals）とは

SDGsで掲げる17のゴールの6番目には、「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を
確保する」という「水」に関する項目が記されています。国連の報告書によれば、安全な飲料水を継続的
に利用できない人々が世界中に大勢いることが分かります。仙台で暮らす私たちにとっては、きれいな飲
料水は当たり前のように使うことができますが、これは決して当たり前ではなく、私たちが「水」に恵ま
れているからなのです。

この恵まれた私たちの「水」を、未来においても皆が享受することができるようにするために、今から
取組を進めることが、仙台のSDGsへの貢献にもつながっていくのです。

 （文：久田 真 東北大学大学院工学研究科 教授
 東北大学インフラ・マネジメント研究センター センター長）

（出典＝United Nations The Millennium Development Goals Report 2015を基に作成）
〈参考〉外務省SDGsホームページ：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/

2015年９月の国連サミットにおいて
全会一致で採択された目標です。
SDGsでは、誰ひとり取り残さない持
続可能で多様性と包摂性のある社会の
実現のため、2030年までに達成すべ
き17のゴールを定めています。

安全な飲料水を継続的に利用できない人々の割合

世界

オセアニア

北アフリカ

東南アジア

南アジア

東アジア

西アジア

０％ 10％ 20％

1990年 2015年

30％ 40％ 50％

（％）

サブサハラ・アフリカ

中央アジア・コーカサス

ラテンアメリカ・カリブ

24％

50％

52％
44％

32％

９％

７％

７％

４％

５％

５％

13％

13％

15％

15％

28％

27％

32％

11％

10％

コラム
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3 仙台市水道事業の将来見通し

（１）長期的な水需要の見通し

▪ これまで増加が続いてきた本市の給水人
口は、2021年度に減少に転じる見込み
です。

▪ 水需要は、1997年度をピークに減少傾
向が続いています。

  節水技術の進化や普及、病院や工場等
における地下水等の併用といった要因
が考えられます。

▪ 今後、人口が減少に転じると水需要の減
少傾向は更に強まり、今後30年間で約
１割減少する見込みです。

▪ 店舗や工場等で使う事業用水量と、ご家
庭で使う生活用水量に分けてみると、こ
れまで減少が続いている事業用水量は今
後更に減少し、近年はやや増加傾向だっ
た生活用水量も人口減に伴い減少する見
込みとなっています。

▪ 今後も健全な事業経営を持続していくためには、お客さまに水道の良さを認識していただき、
健康増進や環境保全等につながるような形で水の利活用を促す取組や、大口使用者の地下水
等の使用状況の把握と要因分析を行い、適切な対策を講じる必要があります。

▼今後の見通しは…

・ 人口減少に伴い、水需要の減少傾向は更に強まり、今後30年間で約１割減少する見込みです。
・事業用水量、生活用水量ともに減少することが見込まれます。
・ 持続的な事業運営のためには、施設の稼働率を高い水準で維持できるように、お客さまのニーズに合っ

た水の利活用の提案や、大口使用者の地下水等の使用状況調査や対策検討が必要です。

※１【有収水量】お客さまが使用し、水道料金収入の対象となった水量に、消防用水に係る水量等を加えたもの。

仙台市における給水人口と有収水量※１の見通し

仙台市の生活用水量と事業用水量の見通し

見通し実績

実績
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（２）水道施設の課題
▪ 水道事業の運営は、浄水場や配水所、管路等の施設を多数保有することが前提となり、その維持管理や

更新には多額の資金が必要です。
 本市では、2000年まで水需要の増加に合わせた拡張事業を行ってきたため、本市の主要浄水場の1つ
である国見浄水場をはじめとして、これから多くの施設が更新時期を迎えます。
こうした更新需要の増大により、今後、必要な資金は増加していく見込みです。

▪将来的に水需要が減少すると、現在の浄水場の施設能力には、余剰が生じていく見込みです。
災害等発生時のバックアップ機能を確保しながらも、コストを縮減し、将来にわたって持続できる効率
的な水道システムを構築するためには、水需要の減少を見据えたダウンサイジング等の施設規模の適正
化や、施設の統廃合、水源の適正化等を行う水道施設の再構築が必要です。

仙台市における配水能力と１日最大配水量の推移

▪拡張期に集中的に整備してきた管路についても、更新時期が順次到来します。
 これまでも更新を進めてきましたが、更新需要の高まりにより、従来の更新ペースでは老朽化が進行し、
漏水の発生リスクが高まることが懸念されます。今後も安定的な給水を持続するためには、管路更新の
ペースアップが不可欠です。

［㎥／日］

広域受水

福岡浄水場 １日最大配水量

茂庭浄水場

その他
国見浄水場

富田浄水場
中原浄水場

2018 （年度）20031983196319431923

600,000

400,000

200,000

500,000

300,000

100,000

0

施設規模の
適正化が

必要となる

配
水
能
力
・
１
日
最
大
配
水
量
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▪ 将来の人口推移には、地域別の差が生じる見込みであり、本市の推計では今後20年の地域別の人口の
増減を下図のとおり見積もっています。今後の施設整備にあたっては、将来のまちづくりを見据えなが
ら、地域ごとの将来水需要を考慮する必要があります。

仙台市における中学校区別の人口増減
（2020年を100とした場合の2040年の比率）

出典：仙台市まちづくり政策局資料

▪ 東日本大震災では水道施設に大きな被害を
受け、その復旧・復興の過程で、これまで
以上に災害に強い施設・システムづくりに
取り組んできました。また、近年は、豪雨
や火山の噴火等の自然災害のリスクの高ま
りも懸念されています。今後も、大規模地
震や豪雨等の自然災害や水源水質の変化
等、様々なリスクの発生に備えた施設整備
を進める必要があります。

宮城県仙南・仙塩広域水道の送水管の破損（口径2,400mm）
(宮城県企業局提供)

▼今後の見通しは…

・拡張期に整備してきた施設の更新需要の高まりにより、今後、必要な資金は増大する見込みです。
・ 水需要の減少に合わせた施設の統廃合や再配置、規模の見直し等を行う水道施設の再構築が必

要です。
・ 管路の老朽化を抑え、漏水等のリスクを軽減させるためには、管路更新のペースアップが不可

欠です。
・ 今後も、大規模地震や豪雨等の自然災害や水源水質の変化等、様々なリスクに備えた施設整備

が必要です。
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（３）組織・人材の課題
▪ 本市では、これまでも業務の見直しや一部委託化等により、職員数の削減に取り組み、経営の効率化を

進めてきました。

水道局職員数の推移と主な業務効率化

▪ 今後、本市でも人口減少の課題に直面していくこととなり、安全・安心で良質な水道水を提供し続けるため
には、必要となる人材の確保や専門性の高い職員の育成といった視点も重要となっていきます。また限られ
た職員数の中で効率的に業務を進めるためには、事業環境の変化に応じた組織体制の見直しが必要です。

▪ 多くのベテラン職員の退職が続いており、当面この傾向は続く見込みです。これにより、勤続年数の短い
職員の割合が更に増加していくため、技術やノウハウの継承が大きな課題となっていきます。

水道局職員の年齢構成・勤続年数

▪ また、今後は水道施設の老朽化に伴う更新需要の増加が見込まれているため、職員１人当たりの業務量
は増大していく見込みです。

▼今後の見通しは…

※�１【第三者委託】�平成14年の水道法改正により、水道事業者、水道用水供給事業者等は、水道の管理に関する技術上の業務の全部
または一部を、他の水道事業者や水道用水供給事業者等の当該業務を実施できるだけの財政・技術の基盤を有する
者に委託することが可能となった。

・人材の確保や専門性の高い職員の育成、事業環境に応じた組織体制の見直しが必要です。
・ベテラン職員の退職による技術継承が課題となっていきます。
・更新需要の増加により、職員1人当たりの業務量は増大していく見込みです。

451

426 423 421 417
406 406 406 407 407 408 411

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

料金関係業務の
包括委託（人）

給水装置関連業務の
第三者委託※１ 修繕受付業務等の委託、

災害復旧・復興及び
更新需要増大への対応
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（４）財源の課題
▪ 本市の水道事業は公営企業会計制度を適用しており、収入・支出を、１年間の営業活動等に係る収支（収

益的収支）と、長期間にわたり使用される水道施設の整備や更新等に係る収支（資本的収支）に区分し
ています。また、経営に必要となる費用は水道料金収入で賄う独立採算制を原則としており、日々の営
業活動等に要する費用のほか、施設の更新等に要する費用を回収できるよう水道料金を設定しています。
このため、毎年度の営業活動等（収益的収支）で一定の利益を確保し、施設の更新費用等（資本的支出）
の財源として充当しています。また、施設の更新等を計画的に実施していくためには、活動原資として
一定の運営資金残高を確保する必要があります。（Ｐ43参照）

▪ 本市の水道料金は1998年度以降改定しておらず、水道料金収入は1999年度をピークに減少傾向で推
移しています。2011年の東日本大震災以降、人口流入に伴い、水道料金収入はわずかに増加していま
すが、今後、人口減少に転じると、水需要の更なる減少に伴い、水道料金収入は減少していく見込みです。

■ 事業費の多くを占める建設改良費（水道施設の整備や更新等に要する費用）は、東日本大震災以降、復
旧事業や災害対策事業に取り組んできた結果、増加傾向が続いています。今後、拡張期に集中的に整備
してきた施設の更新時期の到来により、更に増加していく見込みです。

建設改良費の推移

水道料金収入と有収水量の推移
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東日本大震災第５次拡張事業期
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▪ 水道料金収入の減少と建設改良費の増加等により、運営資金残高は減少していく見通しです。様々な経
営効率化の取組等により、本計画期間内は適切な運営資金残高を確保できる見込みですが、現在の事業
費と水道料金収入の推移では、本計画期間以降には運営資金残高がマイナスになるおそれがあります。
安定的な給水を継続するためには、適切な施設更新が不可欠であり、そのためには、適正な運営資金を
確保する必要があります。持続可能な経営を維持するため、更なる経営効率化を図るとともに、必要な
費用を水道料金で回収できるよう水道料金の在り方を検討する必要があります。

▪ 現在の料金体系は、生活に必要な水をできるだけ安価に提供する反面、大口使用者における使用水量あ
たりの料金負担が大きくなっています。その結果、大口使用者が経費縮減の観点から地下水等を使用す
る事例が生じ、水道料金収入減少の一因となっています。生活用水の低廉化と大口使用者の水需要喚起
のバランスに配慮した適正な料金体系の在り方について検討する必要があります。

▪ また、水需要が増加する高度経済成長期に導入した水道加入金と開発負担金について、今後の事業環境
に合わせた適正な在り方を検討する必要があります。

▼今後の見通しは…

・水需要の更なる減少により、水道料金収入は減少していく見込みです。
・水道施設の更新需要の増大により、建設改良費は更に増加していく見込みです。
・ 運営資金残高は減少傾向で推移し、本計画期間以降はマイナスになるおそれがあります。持続可能な

経営を維持するため、更なる経営効率化を図るとともに、必要な費用をお客さまの適正な負担によっ
て回収できるよう水道料金等の在り方を検討する必要があります。

運営資金残高の推移

減少が続き、現在の事業費と
水道料金収入の推移では

本計画期間以降はマイナスになるおそれ

2010 2016 2025 202820222013 2019
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（５）関係者との連携・協働
▪ 仙台市水道局は、水道利用者であるお客さまや、町内会等の地域団体、工事や業務委託等を通してとも

に水道事業を担う民間事業者や（公財）仙台市水道サービス公社、宮城県や近隣水道事業体等、多様な
主体と連携・協働しながら事業運営を行っています。

▪ これから人口減少社会を迎え、水道事業を取り巻く経営環境が更に厳しくなる中でも、安定した事業運
営を持続していくためには、各主体との関係を一層深めながら、課題解決に向けて、ともに取り組んで
いく必要があります。

料金支払い、
水道事業へのご意見

水質検査業務委託、
実技講習会参加等

水質検査業務、
実技講習会開催等

給水装置※１

関連業務等

業務の発注、支払い

工事、検針・
コールセンター業務等

業務委託

水道水の供給、
各種サービス

業務委託や災害対応等を
通した官民連携

防災・環境等の
取組における協働

第三者委託や災害対応等を
通した官民連携

水質検査業務や
実技講習会の実施、
災害対応等の
広域連携

防災・環境等の
取組における協働、
広報を通した

コミュニケーション

関係者との連携・協働のイメージ

※１…【給水装置】�お客さまが水道水の供給を受けるために、水道事業者が布設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直
接つながっている蛇口等の給水用具。
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①お客さまや地域団体との連携・協働
▪ これまでは、お客さま満足度の更なる向上のために、サービス充実に向けた各種取組や、参加・体験型

イベントの開催等による水道事業のPRを行ってきました。
▪ 本計画策定にあたり実施したアンケートの結果では、約９割の方が仙台の水道に「満足」または「どち

らかといえば満足」と回答しており、お客さまには概ね満足いただいていることが分かりました。

　 その一方で、水道局が重点的に推進する各種施策についての認知度は、高いものでも約6割、低いもの
では約２割と全般的に低く、特に若年層の認知度が低い傾向にありました。

▪ お客さまの高い満足度を維持しながら事業運営を持続していくためには、今後の広報において、水需要
減少に伴う水道料金収入の減少や、老朽化する施設の更新にかかる事業費増加等の、水道事業の直面す
る課題について、お客さまの理解が得られるよう積極的に広報していく必要があります。また、今後の
サービス水準やリスク管理の考え方、コストのバランス等の、将来の水道事業の在り方について、お客
さまと協働して考えていく必要があります。

▪ 水道利用者としての関わり以外にも、お客さまとともに行うダム湖畔清掃等の水源保全活動や、東日本
大震災における教訓を踏まえた地域と連携した応急給水の体制づくり等、お客さまとの協働による取組
を進めてきました。こうした取組も継続しながら、お客さまとの連携をより一層深めていきます。

約９割の方が
仙台の水道に満足と回答

H30年度「水道に関するお客さま意識調査結果」より

0% 知っている【水質】
水質保全

水安全計画

水質管理

高度浄水処理

更新・耐震化

災害時給水栓

長期停電対策

防災訓練の実施

水系の二系統化

【施設】

知らない 100%

32％ 57％

49％

61％

48％

31％

63％

66％

62％

44％

40％

57％

40％

28％

28％

45％

26％

23％

各施策の認知度
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②民間事業者・仙台市水道サービス公社との連携・協働
▪ これまで、民間事業者とは、管路や施設・設備等の工事のほか、メーター検針や料金収納、コールセンター

運営等の個別業務の委託や災害時の対応を通して、連携して事業を運営してきました。また、水道事業
の合理的な運営と市民の健康増進を図るために、仙台市水道局と民間事業者が共同出資し設立した（公
財）仙台市水道サービス公社は、給水装置関連業務や水道事業の普及啓発業務等、事業運営上重要な業
務を担っており、ともに水道事業の基幹業務を支えてきました。

▪ 今後は、水道料金収入の減少が進み、職員の大量退職により技術やノウハウの継承が課題となる中で、
老朽化する施設の更新を今まで以上に進めていく必要があります。こうした厳しい経営環境に対応して
いくためには、民間事業者や（公財）仙台市水道サービス公社との連携を更に深めていく必要があります。

▪ 水道法改正においても官民連携の推進が規定され、従来よりも多様な連携手法が選択可能となったとこ
ろです。水道事業は市民の生命や健康に直接関わる事業であることから、職員の技術力確保の視点から
も、事業の根幹となる業務は引き続き水道局が直接実施していきますが、今後新たに行う国見浄水場の
更新や、業務量が大幅に増加する管路更新等、民間事業者が技術やノウハウを有する分野においては、
新たな官民連携手法の活用を積極的に検討していきます。

▪ また、他の水道事業体では、基幹業務を外郭団体と一体的に行うことで、公共性の確保と効率性の発揮
を両立している先進事例があります。例えば、外郭団体を活用した形での広域連携を行っている事例や、
株式会社化等によりマンパワー確保につなげている事例等があります。 
本市においても、（公財）仙台市水道サービス公社との連携をより一層深めながら、より良い事業運営
体制の構築に向けて検討を進めていきます。

今後の連携のイメージ

仙台市水道
サービス公社

事業運営上
重要な業務

・給水措置関連業務
・水道事業の普及啓発業務等

仙台市水道局

・運営方針の決定
・公権力を行使する業務
・公共性・公益性の高い業務

事業の
根幹となる業務

民間事業者

・管路や施設・設備等の工事
・メーター検針業務
・料金収納業務
・コールセンター運営業務等

民間がノウハウ
を有する業務

より良い事業運営体制
の構築に向けた検討

新たな官民連携
手法の検討
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③他の水道事業体との連携・協働
▪ 平成30年12月の改正水道法では、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人

材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、広域連携の推進が位置づけられ
ました。また、厚生労働省「水道の基盤を強化するための基本的な方針」では、地域の中核となる水道
事業者が果たすべき役割が明記される等、広域連携の推進がより一層求められる時代へと変化していま
す。

▪ 宮城県では、改正水道法において都道府県に広域連携の推進役としての責務が規定されたことを受け、
広域連携に係る検討の場として「水道事業広域連携検討会」を設置しました。また、現在、宮城県が導
入を検討中の「みやぎ型管理運営方式※１」では、本方式の受託業者が県内水道事業体の業務も受託で
きる仕組みを想定しています。

▪ 仙台市では、これまで、災害時の相互応援協定、近隣水道事業体向けの実技講習会の実施、県内３市３
町からの水質検査業務の受託、共同導水路※２の建設・維持管理等を行ってきました。

▪ 近隣水道事業体とは、お互いの地域特性を踏まえ課題を共有し、共同での課題解決による効果が明確化
できた取組から、段階的に取り組んでいきます。

▪ 東日本大震災を経験した政令指定都市として、本市における震災の経験や知見を国内外に積極的に発信
する等、震災の教訓を風化させない取組を継続し、地域の中核水道事業体としての責務を今後も果たし
ていきます。

※１…【みやぎ型管理運営方式】�宮城県が運営する「水道３事業（水道用水供給事業・工業用水道事業・流域下水道事業）」について、同県が
最終責任を持ち公共サービスとしての信頼性を保ちながら、３事業の運営を民間に一括して委ねる方式のこと。

※２【共同導水路】仙台市と塩竈市が大倉川から取水を行うため、共同で建設や維持管理を行っている導水路のこと。

第９回日米台水道地震対策ワークショップ（仙台市水道局開催）

日本水道協会　水道研究発表会（英語部門） 第３回国連防災世界会議公式関連イベント

震災の教訓を風化させない取組の一例
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（１）基本理念

（２）将来像

未来へつなぐ杜の都の水の道 ～市民･事業者との協働～
仙台の水道は、大正12年に給水を開始して以来、市民生活や都市活動を支える重要なライフラインと

して、仙台市の成長と発展を支えてきました。令和5年度には、給水開始100周年を迎えます。
今後の100年の未来にも、仙台の水道を引き継いでいくために、市民・事業者の皆さまと、これから到

来する人口減少社会における様々な課題に協働して取り組んでいきます。

※１【水運用】�水道施設全体の中で、さまざまな状況や水需要の変動に対応した適切な浄水の配分を行うこと。平常時においては、お客さまに
安定的に給水するため、配水量の予測に基づき、水道施設全体の中でできるだけ効率的になるように水運用を行っている。また、
災害や事故等の非常時においては、弾力的な水運用により、影響範囲を小さく、かつ、早期復旧が図られるようにしている。

基本理念と将来像４

視点１ 持続

未来へつなぐ

将来世代に過度な負担を残さ
ず、持続可能な水道システム
を構築し、歴史ある仙台の水
道を継承していきます。

視点２ 仙台らしさ

杜の都の水の道

自然の水循環により成り立っ
てきた仙台の水道を守ってい
くことにより、豊かな環境と
都市活動を両立する「杜の都」
の暮らしや産業活動を支えて
いきます。

視点３ 連携

～市民・事業者との協働～

人口減少に伴い経営資源が限
られる中で、理解と信頼を得
ながら将来も水道事業を運営
していくために、市民・事業
者の皆さまと連携・協働して
水道を支えていきます。

【１】水道システムの最適化
効率的な水運用※１やリスク管理を行うことが

できる最適な水道システムを
次世代に継承し、

将来にわたって安全で良質な水道水を
供給します

【２】持続可能な経営
水道水をお届けするまでの

様々な段階においてコスト構造を見直し、
収入・支出のバランスが取れた

経営を維持します

【３】関係者との連携強化
お客さま、近隣水道事業体、

民間事業者、仙台市水道サービス公社等、
関係者の皆さまとの

連携・協働による課題解決に
取り組みます

未来へつなぐ杜の都の水の道
～市民・事業者との協働～
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（１）施策体系
基本理念のもと、今後目指す３つの将来像の実現に向け、今後10年間に取り組んでいく12の「施策の

基本的方向性」を定めます。この方向性に沿った各施策については、前期・後期5年ごとの中期経営計画
を策定して推進していきますが、その中でも課題を踏まえ新たに取り組む施策や、更に強化して取り組む
施策は「重点施策」と位置づけて推進していきます。（重点施策は★印で表示）

将来像 施策の基本的方向性 施策

【１】
水道システム
の最適化

１ �お客さまが実感できる良好な水道水
質の実現（P25）

・水質の管理・監視の徹底
・…仙台の水道水の魅力PR

２ �災害に強い施設・システムづくりの
推進（P26）

★…管路更新のペースアップ
・施設・管路の計画的な耐震化

３ �被災時にも給水が継続できる体制の
強化（P29）

・…災害時給水栓による応急給水体制の強化
・…様々な取組を通した早期応急復旧体制の強化

４ �水需要に合わせた施設の再構築
（P30）

★浄水場の再構築
・…配水所等の再構築
・管路更新時のダウンサイジング

【２】
持続可能な
経営

５ �アセットマネジメントによるライフサイ
クルコストの縮減（P35）

・…施設のライフサイクルコスト縮減への取組
・管路のライフサイクルコスト縮減への取組

６ �将来の更新財源確保に向けた水道料金
等の在り方検討（P36）

★…水道料金等の在り方検討

７� �新技術導入等による業務の効率化・
お客さまサービス向上（P41）

・…ICT等の新技術を使った業務の効率化やお客さまサービス
向上

８ �水道事業を支える人材の確保・育成及び
組織体制の強化（P42）

・…キャリアを意識した計画的な人材育成
・人材育成環境の強化・充実

【３】
関係者との
連携強化

９ �お客さまとの双方向コミュニケー
ション充実による開かれた経営の実
現（P45）

・戦略的な広報活動
・水道サポーターとの協働
・…お客さま意識調査による効果測定・ニーズ把握

10 �災害対応における地域・他の水道
事業体・民間事業者との連携強化
（P46）

★関係者と連携した災害対応の充実
・…国内外への災害経験の発信

11 �本市の技術力・ノウハウ・ネット
ワークを活かした近隣水道事業体と
の連携強化（P49）

・…近隣水道事業体との連携推進
・広域連携先進事例の調査研究

12 �民間事業者・仙台市水道サービス公社
との更なる協働（P50）

・協働による水道事業の基盤強化
・…民間事業者・仙台市水道サービス公社の人材確保・技術
力の維持向上支援

５ 計画期間中の取組
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コラム

水源

浄水場
水質管理

基幹管路

配水所

お客さま

ダムや川から水（原水）を
取り入れます。

取り入れた水（原水）を浄水場まで
送るための管です。

浄水場で作った水道水を配水所へ
送るための管です。

配水所や浄水場からご家庭の前まで
水道水をお届けするための管です。
配水本管と配水支管に分類できます。

配水管のうち、ご家庭につながる
給水管への分岐がない管です。

配水管のうち、配水本管から受けた
水道水を給水管へ分岐する管です。

配水管からお客さままで水道水を送
るための管で、お客さまの財産です。

安全でおいしい水道水を作
る施設です。
にごりやにおいを取り除き、
きれいな飲み水にします。

水源から蛇口ま
で、水質を監視・
検査しています。

導水管・送水管・
配水本管を総称し
たものです。

水道水を一時的に貯めておく
施設です。
配水量の変化に対応します。

導水管

送水管

配水管

配水本管

配水支管

給水管

水道水が届くまで
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（２）施策の基本的方向性

将来像１　水道システムの最適化
（背景）

仙台の水道は、これまで人口の増加や都市の拡大に併せて、水道施設を整備してきました。しかし、今後、
本格的な人口減少社会が到来する中で、持続可能な水道事業を実現し、次世代に健全な状態で水道施設を
引き継ぐためには、老朽化が進む水道施設の計画的な更新や、水需要の減少を見据えたダウンサイジング
等の施設規模の適正化や、浄水場・配水所等の統廃合、水源の適正化等を行う再構築が必要となります。

（目指す姿）
官民連携や新技術の活用等の新たな手法や考え方を取り入れながら、災害に強く、効率的な水運用やリ

スク管理を行える最適な水道システムを構築し、次世代に継承することで、将来にわたって安全で良質な
水道水をお客さまにお届けしていきます。

方向性３

被災時にも給水が
継続できる体制の強化

方向性４

水需要に合わせた
施設の再構築

方向性２

災害に強い施設・
システムづくりの推進

方向性１

お客さまが実感できる
良好な水道水質の実現

（施策の基本的方向性）
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いつでも安全で良質な水道水を安定的にお客さまにお届けするために、国の水質基準※1を上回る仙台市
独自の水質目標と、水道水質に悪影響を及ぼすおそれのある様々な危害要因に対応するための水安全管理
対応マニュアルに基づき、水源から浄水場、配水所を経てお客さまの蛇口に至るまで、総合的な水質管理
を実施します。

また、将来にわたって持続可能な事業運営を実現するためには、お客さまの信頼を得ながら、将来の水
道事業の在り方についてお客さまと協働して考えていく取組が必要です。水道水の安全性・おいしさ等に
ついて、より分かりやすく積極的なＰＲ活動を行うことで、安全でおいしい高品質な水道水をお客さまに
実感していただき、仙台の水道水の信頼性と魅力の向上を目指すとともに、お客さまの水道への関心を高
めるきっかけづくりを行います。

水質の管理・監視の徹底

水道水のおいしさのPR

水道フェアにおけるきき水体験

※…１【国の水質基準】�水道法及び厚生労働省令で定められ、給水される水道水は項目ごとに定められた基準に適合するものでなけ
ればならない。令和元年度末で51項目ある。

※�２【病原生物】�自然界で生息している病原細菌や病原ウイルス、原虫の一種であるクリプトスポリジウム等、人等に感染し疾病
を起こさせる生物のこと。

※…３【トリハロメタン】【ホルムアルデヒド】浄水処理の過程で使用される消毒用の塩素と水中の有機物が反応して生成されるもの。

方向性１　お客さまが実感できる良好な水道水質の実現

200項目以上の水質検査で徹底的にチェック!

※２ ※３
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大規模地震等の災害発生時における被害を抑え、お客さまへ安定的に水道水を供給するために、老朽化
が進む管路や浄水場・配水所等の水道施設について、影響度等を考慮した優先順位を付け、より効率的か
つ計画的に更新・耐震化を進めていきます。

特に、将来の漏水リスクを抑えるためには、従来よりも管路更新のペースを上げていく必要があります。
限られたマンパワーと財源の中で、管路更新のペースアップを実現するために、設計・建設の業務を一括
発注し民間事業者のノウハウを活用するDB方式等の官民連携による取組を積極的に検討していきます。

ダム

お客さま

浄水場

配水所

管路の更新・耐震化
老朽化した管路を耐震性に優れた管で更新します。

施設の更新・耐震化
浄水場や配水所等の更新や耐震化を推進します。

荒巻配水所の更新

茂庭浄水場の耐震化

施設・管路の更新・耐震化

方向性２　災害に強い施設・システムづくりの推進

地震時

通常時

突起部分ロックリング

抜けない！

突起がぶつかって抜けません

複数の管路を
つなぎ合わせ
ています。

策
定
趣
旨
と
位
置
づ
け

仙
台
の
水
道
の
こ
れ
ま
で
の
あ
ゆ
み

仙
台
市
水
道
事
業
の
将
来
見
通
し

計
画
期
間
中
の
取
組

基
本
理
念
と
将
来
像

財
政
収
支
見
通
し
と
財
政
運
営
の
考
え
方

推
進
体
制

2625



仙台市は約4,500kmもの管路を保有しており、今後、過去に集中的に整備した管路が順
次更新時期を迎えます。これを従来ペースで更新し続けても、更新時期を迎えた管路すべて
を取り替えることはできません。更新されなかった管路の経年化が進むことで、将来的に漏
水のリスクが高まることが想定されます。このリスクを低減するため管路更新のペースアッ
プを行い、経年化した管路の更新を進める必要があります。

着実な推進のために、更新時期の設定や埋設状況調査による管路の状態把握を行うととも
に、更新ペースを更に加速させるため、官民連携によるマンパワー確保の検討等を行ってい
きます。

更新時期の設定
▪ 管の種類、技術的な要素、他都市の事例

等の現在把握できる情報を基に、想定使
用年数（更新年数の指標）を設定しまし
た。

▪ この指標により、将来的に更新対象とな
る可能性がある管路（想定使用年数を超
える管路）を把握し、今後の更新需要を
推定しています。

管路更新のペースアップ
▪ 従来のペースで更新していくと、想定使

用年数を超える管路の大幅な増加が見込
まれます。そのため、可能な限り管路更
新ペースを上げる必要があります。

▪ 本計画における目標として、まずは年間
40km（従来より約1.5倍のペースアッ
プ）の更新を目指します。

▪ 上記のペースアップを行っても、想定使
用年数を超える管路は増加していく見込
みです。そのため、更なるペースアップ
に向けて、マンパワー不足の解決に向け
た検討等に継続的に取り組みます。

重点施策 管路更新のペースアップ

管の種類 想定使用年数

ダクタイル鋳鉄管（DIP） 60〜100年

鋼管（SP）溶接継手 60〜80年

ステンレス鋼管（SUS）溶接継手 100年

硬質塩化ビニル管（VP）等 40〜60年

ポリエチレン管（PP） 60年

上記以外 40年
※管の特徴や管路更新に関する補足は、P33のコラムをご参照ください。

従来 約 27km/年 ⇒ 目標 40km/年

基幹管路の更新延長（従来0.7㎞／年⇒目標2.0㎞／年にup）

配水支管等の更新延長（従来26.2㎞／年⇒目標38.0㎞／年にup）

更新済みまたは想定使用年数に達しない管路 想定使用年数を超えた管路 累積更新延長（㎞）

管
路
延
長
（
㎞
）

管
路
延
長
（
㎞
）

4,000

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2.0㎞／年0.7㎞／年

38.0㎞／年26.2㎞／年
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効果的な更新に向けて
▪更新ペースアップと併せて次の取組を実行し、効果的かつ効率的に管路更新を推進していきます。

想定使用年数を超える管路への対応
▪ 更新をペースアップしても、将来的に想定使用年数を超える管路は増加するため、以下の取組により適

切に対応していきます。

リスク管理のために 更なるペースアップに向けて

管路

67％

管路以外の構築物

14%

機械及び装置
10%

土地
2.5％

建物
4.5％

その他
2%本市水道事業

における総資産
のうち、管路が
約７割を占める
ため、今後増大
する管路更新費
用は経営に大き
な影響を与えます。
施設の統廃合に
より不要となる
管路の把握、管口径の適正化、新設管布設の
抑制を進め、更新費用の削減を図ります。

更なる更新ペースアップに向けて、マンパワー不足
の課題解決のための検討を行います。
発注作業の効率化や簡
素化を図り、管路更新
の発注件数の増加が可
能か検討します。
新しい管材料や施工
方法の導入を検討し、
費用削減により効率
的に更新を進めます。
また、官民連携によ
るマンパワー確保の
検討を進めます。

膨大な更新需要に対し、すべての管路を予防保全
的に対処するのではなく、管路の重要度、耐震性
等を加味し、総合
的に更新優先度
を評価するととも
に、適切なダウン
サイジング（管口
径の適正化）を行
い、効果的に管路
更新を推進してい
きます。

管体調査を継続的に行い、情報（管体の腐食、
土壌性状、地下水の有無等）を蓄積・分析し、
管の腐食による漏水等のリスクの把握に努めま
す。調査により腐食が進行していないことが判
明した管は更新を先送りする等、柔軟な対応を
行います。
調査結果から想定
使用年数を見直
し、更新時期をよ
り適切に評価する
ことで、必要な更
新量を的確に判断
します。

更新優先度の評価

管路の状態把握

管路更新費用を抑制

マンパワー不足の課題解決

更新優先度評価結果（例）

資産の比率（平成30年度）

管体調査 管路布設
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方向性３　被災時にも給水が継続できる体制の強化

仙台市では、昭和53年6月に発生した宮城県沖地震の経験から、水道施設の耐震化や応急給水栓の設
置等の災害対策を進めてきましたが、平成23年３月に発生した東日本大震災では、想定を遥かに超える
状況に直面し、お客さまへの給水の継続が困難な状況となりました。

こうした経験を踏まえ、大規模災害等が発生した際、地域の皆さまが自ら給水所を開設することができ
る災害時給水栓を指定避難所に整備してきました。引き続き設置箇所を増やすとともに、災害時の円滑な
給水が実現するよう、更なる周知や地域の防災訓練等への活用促進等により、地域の皆さまへより一層の
定着を図ります。 

あわせて、管路の耐震化や、水道施設の長期停電対策等の施設整備の取組を行うことにより、災害発生
時にも早期に復旧できる体制を構築します。

災害時給水栓による応急給水体制の拡充

ポンプ
受水槽

配水管

断水

破損

停電

災害時給水栓

知っている
23％

知らない
66％

災害時給水栓の認知度

更なる周知により、
地域への定着を図る必要あり

H30年度仙台市水道局
「お客さま意識調査結果」より

災害時給水栓の仕組み

災害時
給水施設マップ

宮城野区

若林区

泉区

青葉区

太白区

印は災害時給水栓の設置場所（113カ所）
印は非常用飲料水貯水槽の設置場所（19カ所）
 ※平成30年度末　現在

背景地図はEsri…Japanの公共地図を使用しています（c）Esri…Japan

策
定
趣
旨
と
位
置
づ
け

仙
台
の
水
道
の
こ
れ
ま
で
の
あ
ゆ
み

仙
台
市
水
道
事
業
の
将
来
見
通
し

計
画
期
間
中
の
取
組

基
本
理
念
と
将
来
像

財
政
収
支
見
通
し
と
財
政
運
営
の
考
え
方

推
進
体
制

29



方向性４　水需要に合わせた施設の再構築

今後、これまで整備してきた水道施設の多くが更新時期を迎える一方で、人口減少に伴い将来の水需要
は更なる減少が見込まれます。

現在、仙台市では、4つの主要浄水場と広域水道からの受水、その他、山間部にある４つの小規模浄水
場から水をお届けしていますが、これらについて、将来の水需要減少に合わせた段階的な適正化を検討し
ていく必要があります。

仙台市では、これまでも、複数の水源がある利点を活かし、供給ルートを相互につなぎ複数系統化を行
うこと等により、断水の影響を抑えるよう努めてきました。将来の供給能力については、水需要減少に合
わせて単純に縮小するのではなく、これまで通り、災害や事故等、非常時のリスクに備え、異なる水系で
水を相互に融通できるバックアップ機能を確保したうえで、適正化を進めていく必要があります。

今後の施設整備に当たっても、この考え方を基本とし、非常時のリスクにも対応できるバックアップ機
能と強靭性を確保しつつ、浄水場の再構築を進めるとともに、配水所の統廃合や長寿命化、基幹管路の新
設や更新時の口径の適正化等、水道施設全般の再構築を順次実施していきます。

七北田ダム・宮床ダム（福岡浄水場）

大倉ダム・青下ダム（中原浄水場）

大倉ダム（国見浄水場）

釜房ダム（茂庭浄水場）

七ヶ宿ダム（広域水道）

将来的な水源の適正化のイメージ

非常時のリスクに備えたバックアップ機能の強化

【配水ブロック】
十分な水量と適正な水圧
を確保するため、需要量
や地形等を考慮し、配水
区域を分割したもの。令
和元年度末時点で135箇
所ある。
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重点施策 浄水場の再構築

水需要に合わせた水道施設の再構築は、老朽化した施設を更新するタイミングに合わせ、
非常時のリスク等を考慮したうえで、長い期間をかけて段階的に行っていく必要があります。

本計画期間の10年間においては、稼動開始から約60年を迎える国見浄水場の更新時期に
合わせた①国見浄水場・中原浄水場の統合推進と、②茂庭浄水場の長寿命化、③小規模浄水
場の段階的な統廃合を行っていきます。

①�国見浄水場・中原浄水場の統合推進

国見浄水場・中原浄水場統合のメリット
▪ 中原浄水場単独での更新・改修費用が不要となる等、長期的なトータルコストの削減効果が見込

まれます。
▪ 中原浄水場更新の前倒しにより、次の茂庭浄水場の更新時期まで間隔が空き、事業費を平準化す

ることができます。
▪ 浄水場数の減少に伴う人員配置や組織の見直しにより、管路更新のペースアップ等、今後重点的

に取り組むべき業務を更に推進するための組織体制を構築することができます。
▪既存施設の改修で導水路の二重化が可能であり、非常時のバックアップ機能を強化できます。

国見浄水場

中原浄水場

国見浄水場の現状と課題

国見浄水場の更新方法

▪昭和36年の稼働開始から、58年経過（令和元年度末現在）
→老朽化が進行し、耐震性にも課題があります。
▪仙台市内で２番目に大きい浄水場
→ 市中心部への給水を担う重要な浄水場であり、現浄水場

を稼働しながら更新等を行う必要があります。
▪大倉ダムから取水
→ 標高が高く、市内の広いエリアに効率的に配水を行うこ

とができます。

▪ 現在の国見浄水場を稼働しながらの更新が必要となる
ため、現位置での更新は難しく、別の場所への移転が
必要です。

▪ 中原浄水場は全面改修から42年経過（令和元年度末現
在）しており、耐震性に課題があります。

国見浄水場の整備方法について複数案の比較検討を行った結
果、既存施設の延命化ではなく更新が合理的と判断しました。

大倉ダムを水源とする国見浄水場と中原浄水場を統合して更新
することが最適と判断しました。
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②茂庭浄水場の長寿命化
▪仙台市最大の施設能力を有する主力浄水場
▪昭和45年の稼働開始から49年経過（令和元年度末現在）
▪これまでに耐震補強等を計画的に進めており、継続使用が合理的
▪ 更新費用が一時期に集中しないよう、国見・中原浄水場統合と

茂庭浄水場の施設更新は数十年の間隔を空ける必要あり
→ これらを踏まえ、土木施設を中心に施設の長寿命化改修を実施

します。

③小規模浄水場の段階的な統廃合
過去の合併により、旧宮城町や旧秋保町から引き継いだ４つの小規模浄水場についても、今後の人口減

少や老朽化を見据え、関連施設の改良や補強等を進めながら設備更新のタイミング等に合わせて段階的に
統廃合を行っていきます。

名称 竣工 施設能力

作並浄水場 昭和59年 2,000㎥/日

熊ケ根浄水場 昭和63年 1,100㎥/日…

野尻浄水場 平成２年 190㎥/日

滝原浄水場 昭和57年 160㎥/日

総配水量の内訳（H30年度）
浄水場の再構築

■仙台市の小規模浄水場一覧

茂庭浄水場

熊ケ根浄水場 滝原浄水場

※水源、浄水場の位置関係はP6を参照

茂庭

広域受水

福岡

中原
国見

その他（小規模浄水場等）

① ③②
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ダクタイル鋳鉄管（DIP）

管路更新により耐震性を確保

鋼管（SP）・ステンレス鋼管（SUS)

将来の漏水リスクを低減

仙台市では、腐食しやすい管や地震に弱い管を、腐食に強く、
耐震性に優れるダクタイル鋳鉄管に更新しています。ダクタ
イル鋳鉄管は通常の鉄管に比べて高い強度を有していて、耐
震継手により地震にも強いため、市内の配水管に広く採用し
ています。

仙台市では、塩化ビニル樹脂製の管が約
1,500km埋設されています。塩化ビニル管は
衝撃に弱く、耐震性も低いため、地震時に破損
し漏水するおそれもあります。そのため、地震
に強いダクタイル鋳鉄管に更新しています。

素材に鋼を用いているため強度が高く、耐震性もある管
です。新たに布設する口径800mm以上の管路や露出管

（河川を横断する水管橋等）に採用しています。

昭和50年代前半以前に埋設された管は、腐食対策が行わ
れていない場合があり、管が腐食し漏水することがあるた
め、仙台市では、管路更新のペースアップを行い、漏水リ
スクを低減させます。
また、管の埋設状況調査を行い、腐食に関する情報を
蓄積・活用し、効果的に管路更新を行っていきます。

地震による管の離脱を防ぐため、耐震管を全面採用し、
耐震性を確保しています。

管をポリエチレン製のフィルムで覆い、土壌との接触を防ぐ
ことで管の腐食を抑制しています。

一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会より

破損した塩化ビニル管

ポイント

耐震継手だから
管が抜けない！

フィルムを被せて
腐食を防止！

耐震性に優れる
ダクタイル鋳鉄管に更新！管の外面が腐食して

漏水してしまった！

コラ
ム

管の特徴と管路更新
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将来像２　持続可能な経営
（背景）

水道事業は、お客さまにお支払いいただいている水道料金によって運営が支えられています。本格的な
人口減少社会の到来により、水需要は今後も一層減少することが見込まれ、水道料金収入は減少の一途を
たどります。施設の更新需要の増大やマンパワー不足もあいまって、水道事業を取り巻く経営環境がます
ます厳しくなる中、将来にわたって健全な事業運営を持続していくためには、経営の基盤強化に向けた取
組が不可欠となります。

（目指す姿）
アセットマネジメント手法による施設更新費用の縮減・平準化や、新技術導入による業務効率化・コス

ト縮減を図るほか、水需要が減少する社会においても、必要な財源を確保するために、適正な水道料金等
の在り方を検討していきます。こうしたコスト構造の見直しにより、収入・支出のバランスがとれた事業
運営を行います。

あわせて、研修やOJT※1等の更なる充実により水道局職員の技術や能力の向上に引き続き取り組むとと
もに、中長期的な視点に立ったきめ細かなキャリア形成支援や、技術継承を推進するための環境を整える
ことで、将来の仙台市水道事業を支える人材を育成していきます。

方向性５

アセットマネジメントによる
ライフサイクルコストの縮減

方向性７

新技術導入等による
業務の効率化・

お客さまサービス向上

方向性８

水道事業を支える
人材の確保・育成

及び組織体制の強化

方向性６

将来の更新財源確保に向けた
水道料金等の在り方検討

（施策の基本的方向性）

※１【OJT】�On…the…Job…Trainingの略で、職場の上司や先輩が、部下や後輩に対して、具体的な業務を通じて、必要な知識・技術
等を計画的・継続的に指導・育成すること。
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方向性５　アセットマネジメントによるライフサイクルコストの縮減

水道事業は、浄水場や配水所、管路等、膨大な施設を保有する装置産業であり、施設整備や維持管理に
多額の費用を要します。経営環境が厳しくなる中で安定給水を継続するためには、限られた財源を効果的
に投資する必要があります。アセットマネジメント手法により資産を客観的に把握・評価するとともに、
中長期的な資産の状態を的確に見据え、これを基に適切な維持管理・更新を行うことで、ライフサイクル
コストを縮減します。

管路については、継続的な管路診断や埋設状況調査により更新時期を適切に評価するほか、新たな管材
料や施工方法の採用を検討し、更新費用の削減を図ります。

管路以外の施設としては、浄水場８カ所、配水所63カ所、送・配水ポンプ場48カ所を有しています。
浄水場や配水所等の長期間使用する施設は、長期的な水需要予測に基づき統廃合する時期を見据えたうえ
で、状況に応じた点検・修繕を行い、長寿命化を図ります。電気設備、機械設備等は、修繕履歴等の情報
から予防保全と事後保全のどちらが最適かを選択し、効率的な対応を行います。

〇ライフサイクルコストとは？ 
施設等の計画から建設・維持管理・解体撤

去までを１つのサイクルと定義して、その全
期間に要するトータルコストを意味します。

イニシャルコスト（初期建設費）とラン
ニングコスト（維持管理費・撤去費等）で
構成されます。

〇ライフサイクルコストの縮減とは？
適切な維持管理を行い、保有する資産を

長く使用することで、更新までの期間を延
長し、トータルコストの縮減を図る資産管
理の方法です。

〇資産を長く使用するためには？
定期点検の結果等の蓄積により、資産の

状況に応じた補修・修繕を行うことで、長
寿命化を図ります。

土木構造物や機械設備等、資産によって
使用年数や維持管理方法は異なります。資
産の特徴をとらえ最適な対応を選択するこ
とで、維持管理費用を削減します。

管路以外の資産 想定使用年数

土木構造物（池状構造物等） 45〜90年

建築物（施設用建物等） 21〜57年

電気設備（受電、配電設備等） 15〜24年

機械設備（ポンプ、バルブ類等） 24〜57年

計装設備（測定機器等） ９〜15年

■浄水場、配水所等の想定使用年数
　 資産ごとに実態に見合った使用年数を設定し、

資産をできる限り長く使うことで、将来的な
施設の更新や維持管理に要する費用の削減を
図ります。

■資産ごとの対応方針
土木構造物、建築物
定期点検や耐震診断を計画
的に行い、その結果を踏ま
えて大規模改修を実施し、
長寿命化に努めます。

電気、機械、計装設備
過去の修繕履歴、用途やリ
スク等の情報から、予防保
全または事後保全のどちら
か最適な対応を選択します。
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方向性６　将来の更新財源確保に向けた水道料金等の在り方検討

今後は水道料金収入が減少する一方で、建設改良費（施設の更新等にかかる費用）は増加していく見込
みですが、本計画期間中においては、様々な経営効率化の取組により、健全な経営を継続できる見通しです。

しかし、運営資金残高は減少していく見込みであり、本計画期間以降にはマイナスに転じるおそれがあ
ります。将来にわたって安定的な給水を持続するためには、老朽化する施設の適切な更新が不可欠です。
そのためには、必要な利益を得て、適正な運営資金を確保していかなければなりません。

そのために、支出面においては、アセットマネジメント手法による事業費の縮減や平準化、水需要減少
に合わせた施設規模の適正化や統廃合、官民連携や新技術の活用による業務効率化等、様々な経営効率化
を図ります。

収入面においては、長期水需要予測に基づく水道料金収入の見通しを作成するとともに、将来世代に過
度な負担を残さない公平な企業債の在り方について考え方を整理します。

こうした収支両面からの検討をしたうえで、なお不足が見込まれる財源について、お客さまの適正な料
金負担によって回収できる水道料金の在り方を検討していきます。また、大口使用者における地下水等併
用への対応策や、水道加入金や開発負担金の適正な在り方も含めて、健全な経営の持続に向けた収入確保
策について検討していきます。

将来世代に健全な状態で仙台の水道を引き継ぐために、持続可能な事業運営と、適正な水道料金等の在
り方について、有識者やお客さまとともに議論を進めていきます。

水道料金収入の推移

10年間で４億円減少
する見込み

実績 見通し

253億円
249億円

運営資金残高の推移

実績 見通し

67億円

25億円

10年間で42億円減少し、
現在の事業費と水道料金収入の推移では、
本計画期間以降はマイナスになるおそれ

10年間で15億円増加
する見込み

127億円
142億円

建設改良費の推移

実績 見通し

収入が減り、 
支出は増える 
見込みです
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重点施策 水道料金等の在り方検討

仙台の水道は、大正12年の給水開始以来、安全で良質な水道水を提供することで、杜の都仙台を支え
てきました。これから人口減少社会を迎える中、水需要減少に伴う水道料金収入の減少、施設の老朽化に
よる更新事業費の増大等、仙台の水道を取り巻く経営環境はますます厳しくなっていきます。

仙台の水道を健全な状態で将来に引き継ぐために、適正な水道料金等の在り方を検討していきます。

◆水道料金の使い道

◆水道料金の考え方

▶ いただいた水道料金は、水
道事業を運営するための費
用と、水道施設を整備する
ための費用に充てています。

▶ 支出の約半分は、老朽化した
管路・施設の更新や、施設
整備のために借り入れたお
金の返済にかかる費用です。

▶ 収入の7割以上は水道料金で
支えられています。

今後は、拡張期に集中的に整備してきた施設の更新時期が到来するため、必要な費用（分子）
が増加する一方で、人口減少社会の到来により給水人口（分母）は減少していく見込みです。

水需要減少に合わせたダウンサイジング等のコスト削減の取組を行ったうえで、
必要な費用を水道料金で回収するために、料金水準の在り方を検討する必要があります。

水道料金
256 億円

新たな借入金
（企業債）
39 億円

一般会計からの
繰入金９億円

水道加入金・開発
負担金 18 億円

その他の収入
７億円負担金収入

13 億円

水道事業を
運営する
ための費用
175億円

水道施設を
整備するため
の費用
150億円

水道水をつくり
届ける費用
65億円

借入金
（企業債）の返済

57億円

配水管の更新
等の整備費
54億円

施設の更新等
の整備費
39億円

県広域水道
からの受水費
63億円

人件費
31億円

借入金（企業債）
の利息11億円

消費税等
5億円

※平成30年度決算の収益的収支と資本的収支を合わせたものです。差額の17億円は運営資金残高が増加していることになります。…
※上記のグラフでは、長期前受金戻入や減価償却費等の現金を伴わない収入や支出を除いています。

水道事業運営や水道施設整備に必要な費用

ダム
浄水場

導水管
送水管

水道料金

給水人口

配水管

配水所
＝￥

これから
増加

これから
減少

収入342億円 支出325億円
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◆現在の料金体系の仕組み

水道料金表（１ヶ月分）

用途 口径 基本料金
従量料金

1 〜 10㎥ 11 〜 20㎥ 21 〜 50㎥ 51 〜 100㎥ 101 〜 200㎥ 201㎥以上

一般用

13㎜ 580 円

80 円 185 円

205 円 240 円 275 円 310 円

20㎜ 1,250 円

25㎜ 1,900 円

30㎜ 2,800 円

205 円 205 円

40㎜ 5,300 円

50㎜ 11,200 円

75㎜ 24,600 円

100㎜ 48,000 円

150㎜ 130,000 円

200㎜ 260,000 円

公衆浴場用 一般用に同じ 125 円 185 円

共用栓 一般用に同じ 80 円

※上の表は消費税を含みません。水道料金は、基本料金と従量料金の合計額に、消費税（10％）を加算した金額となります。
※水道料金表及び消費税率は、令和元年度末時点のものです。

水道料金　　＝　　基本料金　　＋　　従量料金

使用水量に関わらず、水道メーターの口
径によって決まる定額料金です。
口径が大きいほど一度に多くの水を使用
できます。これに対応するためには、配
水管を太くする等、施設整備費用がより
多くかかるため、口径が
大きくなるほど基本料金
は高くなっています。

使用水量に応じてかかる料金で、
単価×水量で計算します。
現在は、使用水量が多くなるほど割高にな
る「逓増制料金体系」をとっています。

基本料⾦

料⾦
（円）

使⽤⽔量（㎥）

使うほど従量料⾦
単価が⾼くなります

従量料⾦従量料⾦従量料⾦従量料金

基本料金
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◆現在の料金体系の課題

課題１

課題２

課題３

固定費の基本料金・従量料金への配分割合

逓増制料金体系

大口使用者における地下水等併用事例の発生

水道事業は、施設の維持管理や更
新等の固定費の割合が高い事業で
す。
固定費は基本料金で回収すること
が理想ですが、現在は基本料金を
安く抑えるために、固定費の多く
を従量料金で回収しています。

現在は、使用量が多くなるほど割
高になる「逓増制料金体系」をとっ
ています。 
これは拡張期に、水需要の抑制や、
生活用水の低廉化を目的として導
入したものです。

大口使用者がコスト削減のために
地下水等をメインで使用し、水道
をバックアップとして使用する事
例が見られています。

・少量使用者へ配慮した配分割合となっています。
・水需要の減少が進むと、必要な費用が回収できなくなるおそれがあります。

・使用量が多くなるほど単位あたりの料金が高くなるため、使用量が抑制されます。
・大口使用者の地下水等への切替えの要因となり、水道料金収入の減少につながっています。

・ 主に基本料金のみのお支払いとなるため、現在の料金体系では、施設整備等にかかる固定費
を十分に回収することができません。

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

24242423232221202020201917161513

６４
１

（件）

０

地下水利用専用水道への転換件数（1997年度以降の累積）

（水道メーター口径13mmで１ヶ月使用した場合：令和元年度末現在）

⽔道⽔1㎥を
作るための
原価約200円

151.8
169.0 

177.7 193.6
206.4

235.2 268.8 292.9 326.6

0

50

100

150

200

250

300

350

10㎥ 15㎥ 20㎥ 30㎥ 50㎥ 100㎥ 200㎥ 300㎥ 1000㎥
使⽤⽔量

原価に対し不⾜する額

原価に対し超過する額

（円/㎥）

補填1
㎥
当
た
り
の
料
⾦
単
価

（⽔道メーター⼝径13㎜で1ヶ⽉使⽤した場合︓令和元年度末現在）
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◆今後の検討の方向性

料
金
水
準
の
検
討

料
金
体
系
等
の
検
討

支出面での取組
アセットマネジメント手法による更新

事業費の縮減や平準化、水需要減少に合
わせた施設規模の適正化や統廃合、官民
連携手法や新技術の活用等による業務効
率化等、様々な経営効率化の取組により、
更なるコスト縮減を図ります。

収入面での取組
長期水需要予測に基づく水道料金収入

の見通しを作成するとともに、将来世代
に過度な負担を残さない公平な企業債の
在り方について考え方を整理します。

長期財政収支の見直し
健全な事業運営の持続のために、必要となる水道料金収入について検討します。

◆固定費の基本料金・従量料金への配分割合　◆逓増制料金体系
・ 現在の料金体系について、大口使用者の負担が大きく、地下水等への切替えによ

る水道料金収入の減少につながっていることを踏まえ、生活用水の低廉化と大口
使用者の需要喚起のバランスに配慮した適正な料金体系の在り方を検討します。

◆大口使用者の地下水等併用への対応検討
・ 大口使用者における地下水等併用について、実態調査や要因分析を行うとともに、

他都市の先進事例を参考としながら、料金体系と併せて、対応策の検討を行います。

◆その他収入に関する検討
・ 高度経済成長期に導入した水道加入金・開発負担金について、今後の事業環境に

合わせた適正な在り方を検討していきます。

将来世代に健全な状態で仙台の水道を引き継ぐために、 
持続可能な事業運営と、適正な水道料金等の在り方について、 

有識者やお客さまとともに議論を進めていきます。
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方向性７　新技術導入等による業務の効率化・お客さまサービス向上

将来にわたって、安全で良質な水道水を供給し、安定的な水道事業運営を行っていくためには、広域連
携や官民連携等を通じ、経営基盤の強化を図るとともに、業務の一層の効率化を図る必要があります。

そのために、水道局全体としてのシステムの在るべき姿やICT※１活用に関する方針の検討を行います。
業務効率化に向けて、導入を検討すべきICT関連技術の候補を洗い出し、既存の技術だけでなく、AI※２や
RPA※３等の新たな技術も含むICT技術全般について、他都市の動向等の調査を十分行い、お客さまサービ
ス向上の視点も加えたうえで、導入についての判断を行っていきます。

新技術はまだ実証段階のものも多く、導入箇所や条件によっては効果が様々なため、それぞれのメリッ
ト・デメリットを検証しながら、本市の実情に応じて最適なものを選定していきます。また、新技術の導
入に当たっては、技術やノウハウの継承も併せて行っていきます。

出典）経済産業省『平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備
（水道事業におけるCPS（サイバーフィジカルシステム）実装のための調査研究）報告書』

※１【ICT】�情報（Information）や通信（Communication）に係る技術（Technology）の総称であり、従来の「IT」に比べて、
ネットワークを利用した多様なコミュニケーションの重要性を強調した概念のこと。

※２【AI】�Artificial… Intelligence（人工知能）の略で、人間の脳が行っている知的な作業をコンピュータで模倣したソフトウェ
アやシステムのこと。

※３【RPA】Robotic…Process…Automationの略で、パソコン上の定型業務をソフトウェアが代行すること。
※４【CPS/IoT】�Cyber…Physical…System/Internet…of…Thingsの略で、あらゆるモノがインターネットにつながることで集ま

る大量の情報を分析・処理し、その分析結果を現実社会に反映することにより、人々の生活や産業の効率化等
を図るもの。

全国におけるCPS／IoT※４活用による水道事業のスマート化のイメージ図
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方向性８　水道事業を支える人材の確保・育成及び組織体制の強化

水道事業は、「水」の供給を通して、市民生活、都市機能、産業活動を支える重要な役割を担うと共に、
お客さまサービス向上にも努めながら、安全で良質な水を安定的・継続的に供給していくという使命を
負っています。

将来にわたり水道事業を継続していくためには、必要な人材を確保しながら、事務系・技術系ともに専
門性の高い職員を育成していかなければなりません。この先、多くの職員の退職が見込まれるため、水道
事業を支える技術力の維持向上が重要な課題となっていきますが、組織体制の見直しも図りつつ、他都市
の事例を参考としながら、長期的な視点で計画的かつ包括的な人材育成に取り組んでいきます。

取組の方向性

●キャリアを意識した計画的な人材育成

●人材育成環境の強化・充実

●組織体制の見直し

職員に求める能力や技術を明確にし、職種に応じて必要なキャリアが形成されるよう、ジョブローテー
ションのモデルを提示する等、必要な経験則の蓄積も踏まえた計画的な人材育成を行っていきます。
また、職員が自身のキャリアを考えるきっかけづくりとして、キャリア研修を実施します。

職員の知識や技術力を維持向上していくため、研修の内容を適宜見直すとともに、指導的な役割を担
う経験豊富なベテラン職員を意識的に配置する等、研修環境の充実に努めます。

本計画で取り上げた様々な課題の解決や、重点施策の着実な推進のため、必要に応じてあらゆる角度
から組織体制の見直しを行い、組織としての対応力を高めていきます。

▪人材育成方針との連動
・ 本市では、「仙台市水道局人材育成方針」を策定

し、水道事業に携わる者としての使命を再認識し、
困難な課題にも立ち向かい、解決に向けて自ら考
えて行動できる人材の育成に取り組んでいきます。

・ 同方針では、目指すべき人材像への必要な要素と
して、「技術力」・「判断力」・「経営力」に着眼し、
キャリアを意識した人材育成や、人材育成環境の
強化・充実、適正な評価等を通じた職員の意欲の
向上等に取り組んでいくこととしています。

・ 本計画の推進にあたっては、同方針との連動を図
りながら進めていきます。

策
定
趣
旨
と
位
置
づ
け

仙
台
の
水
道
の
こ
れ
ま
で
の
あ
ゆ
み

仙
台
市
水
道
事
業
の
将
来
見
通
し

計
画
期
間
中
の
取
組

基
本
理
念
と
将
来
像

財
政
収
支
見
通
し
と
財
政
運
営
の
考
え
方

推
進
体
制

4241



〇公営企業会計制度
本市の水道事業は公営企業会計制度を適用しており、収入・支出を、１年間の営業活動等から得られる
収益とそのための費用（収益的収支）と、長期間にわたり使用される水道施設等の整備、更新のための
費用とその財源である収入（資本的収支）に区分して会計処理を行っています。

〇独立採算制
経営に必要となる費用は水道料金収入で賄う独立採算制を原則としており、日々の営業活動等に要する
費用のほか、施設の更新等に要する費用を回収できるよう水道料金を設定しています。

▪ 資本的収支では、過去の施設更新等の財源とした企業債（借入金）の返済に係る支出が含まれるため、
通常、財源が不足することとなります。また、施設の更新等の財源として、企業債（借入金）を100％
充てることも可能ですが、世代間の負担の公平性や健全な財政運営の観点から過度に企業債（借入金）
に頼ることは望ましい方法とは言えません。

▪ そのため公営企業会計では、資本的支出に対し不足する分の財源として、営業活動等（収益的収支）で
得られた当年度純利益等を充てられる仕組みとなっており、将来世代に負担を先送りせず健全な財政運
営を確保するためには、営業活動等（収益的収支）で一定の利益を上げ、資本的収支の財源不足額を補
てんする必要があります。このため、収益的収支の当年度純利益を「公共的必要余剰」と呼ぶことがあ
ります。

▪ �また、施設の更新等は年度によって事業規模が異なるため、円滑な更新等を行うためには、更新計画等
を踏まえて一定の運営資金を確保しておく必要があります。

水道事業会計の仕組み（イメージ）

支出収入

収益的収支

水道料金等

減価償却費
等

減価償却費
等

当年度純利益
（公共的必要余剰）

前年度末の
運営資金残高

運営資金残高

財源不足額

企業債（借入金）
等

施設の更新等に
要する費用

企業債（借入金）
の返済

日々の営業活動
等に要する費用

補てん財源

補てん

資本的収支

収入支出

残額は次年度に
繰り越し当年度純利益

（公共的必要余剰）

コラム

水道事業の財政の仕組み
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方向性９

お客さまとの双方向
コミュニケーション充実による

開かれた経営の実現

方向性11

本市の技術力・ノウハウ・
ネットワークを活かした

近隣水道事業体との連携強化

方向性12

民間事業者・
仙台市水道サービス公社

との更なる協働

方向性10

災害対応における地域・
他の水道事業体・

民間事業者との連携強化

（施策の基本的方向性）

将来像３　関係者との連携強化
（背景）

今後、水需要の減少に伴う水道料金収入の減少、施設の更新需要の増大が見込まれる一方で、ベテラン
職員の退職者増加により技術継承が更に大きな課題となっていく等、水道事業を取り巻く経営環境はます
ます厳しくなります。こうした状況の中で、将来にわたって仙台の水道を守り続けていくためには、水道
事業を取り巻く関係者の皆さまとともに連携して事業運営を行っていく必要があります。

特に、民間事業者や（公財）仙台市水道サービス公社、近隣水道事業体においても、同様に人材不足や
技術継承等の課題を抱えている場合があるため、お互いの課題を共有しながら、解決に向けて連携して取
り組んでいく必要があります。

（目指す姿）
お客さま、地域団体、民間事業者、（公財）仙台市水道サービス公社、近隣水道事業体等の関係者の皆

さまとの連携を強化して、人口減少社会における様々な課題の解決に取り組みます。
特に、近隣水道事業体との広域連携では、課題解決に向けて協力しながら、本市の技術力の維持向上を

図る等、お互いにメリットのある連携関係を築いていきます。
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方向性９　お客さまとの双方向コミュニケーション充実による開かれた経営の実現

これまでの取組では、お客さま満足度向上のために、水道局が推進する様々な施策について情報発信を
してきました。その結果、お客さまの水道事業への満足度は高い水準となっている一方で、具体的な施策
の認知度は低いという課題が残っています。

今後も、現状の高い満足度を維持しながら事業を持続していくためには、水需要減少に伴う水道料金収
入の減少や、施設の更新費用の増加等の、水道事業の直面する課題について、お客さまの理解が得られる
よう積極的に広報していく必要があります。また、将来の水道事業のあるべき姿をともに考え、その実現
に向けた各種施策を、合意形成しながら進めていく取組が必要です。

できる限り多くのお客さまに参加していただくために、現在は水道事業に関心の低いお客さまを対象と
して、関心を高めるための戦略的広報を実施します。コンテンツや媒体の工夫等の既存の広報の充実に加
え、特に関心の低い傾向にある若年層をメインターゲットとした、SNS※1等を通じた水の利活用を促す新
たな広報も実施していきます。

そして、水道事業に関心を持ち、理解してくださったお客さまと、双方向コミュニケーションを深める
中で、仙台の水道をともに支える水道サポーターを養成し、将来の仙台の水道のあるべき姿や、そのため
に取り組むべき施策等について、合意形成を図りながら、協働して考えていくことを目指します。

こうした取組を通して、お客さまの水道事業に対する満足度を高い水準で維持することを目標とし、そ
の推移を確認するために、定期的なお客さまアンケートを実施します。

取組の方向性

。

※１【SNS】�Social…Networking…Serviceの略で、個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援する
インターネットを利用したサービスのこと。

・ 定期的にワークショップを開催し、水道事業の課題を
共有し、将来の仙台の水道のあるべき姿や今後とるべ
き施策について議論していきます。

・ 出前講座や浄水場見学、水道フェア等の参加型イ
ベントにおけるコミュニケーションを強化します。

・ ターゲットを定めた効果的な広報により、
関心を高めることを目指します。

・ 知りたい情報に適切にアクセスでき
るよう、定例的な広報を継続します。

低い
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方向性10　災害対応における地域・他の水道事業体・民間事業者との連携強化

本市では、これまでの災害の経験から、水道局職員のマンパワーだけでは早期復旧に限界があるという
課題が顕在化しました。そのため、東日本大震災以降は、ＢＣＰ（業務継続計画）を策定したほか、町内
会等の地域コミュニティや、地理的に同時被災のリスクが少ない大都市水道事業体、（公財）仙台市水道
サービス公社や検針業務受託業者等の民間事業者との連携による災害時対応の充実を図ってきました。

これまでの取組を更に発展させるため、災害時給水栓の認知度を上げ、災害時には地域住民の皆さまに
ご協力いただき、応急給水の中核的な役割を担っていただけるよう取り組んでいきます。

また、他都市との連携については、災害時に大都市に求められる役割が、従来の応急給水活動や漏水調
査等から、被災都市の本部機能支援へと移行しているため、これまでの災害の経験を踏まえて必要な支援
体制の構築や情報発信を行っていきます。

地域住民への災害時給水栓の説明 小学校での防災訓練

地域住民や他水道事業体との合同訓練平成30年の西日本豪雨での漏水調査支援
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重点施策 関係者と連携した災害対応の充実

近年頻発する災害への本市の対応

東日本大震災での教訓

▪ これまで仙台市では、地震による施設被害とそれに伴う断水等の影響を抑えるための施設整備を実施す
るとともに、地震が発生した場合でも給水をできる限り確保し、より早く復旧するための体制づくりに
努めてきました。

▪ 東日本大震災では、業務量が爆発的に増加したことや、交通渋滞による給水車の遅れ、職員のマンパワー
不足により応急給水による給水継続が滞ってしまいました。

▪ 大規模災害に備え、全ての水道施設を耐震化するには、多くの費用と時間、マンパワーが必要となるた
め、事前対策では、重要な水道施設を優先的に耐震化することで、被害の軽減化を図り、断水が発生し
た場合は、地域や他の水道事業体との連携による応急給水等の事後対策で補完していきます。

▪ 水道局による「公助」の取組だけではマンパワーに限界があることから、ご家庭における水の備蓄等の
「自助」、地域での助け合いによる応急給水等の「共助」と合わせて、他の水道事業体・民間事業者等と
の「連携」を行い、効果的で迅速な応急給水体制や災害時対応の充実を進めていきます。

熊本地震（H28.4／25〜5／11） 熊本県熊本市　漏水調査（延べ174名）

岩手豪雨（H28.9／6〜9／14） 岩手県野田村　応急給水（延べ44名）

新潟寒波（H30.1／29〜2／2） 新潟県新潟市　応急給水（延べ49名）

西日本豪雨（H30.7／14〜8／8） 愛知県宇和島市　漏水調査・技術支援（延べ117名）

台風19号（R1.10／14〜11／12） 宮城県丸森町、福島県いわき市、相馬市　応急給水（延べ194名）

等

第３回国連防災世界会議公式関連イベントで
提起を行った災害に強い水道モデル図

仙台防災未来フォーラムにおける震災対策の情報発信
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地域の方々との連携

他の水道事業体との連携

民間事業者との連携

日本水道協会主催の訓練 東京都水道局との訓練

災害時給水栓

東日本大震災後に市内指定避難所へ整備してきた「災
害時給水栓」の認知度は23％と低いことから（詳細は
P29参照）、まずは、お住まいの近くにある給水場所を
知っていただく取組をします。

また、災害発生の早い段階から迅速な応急給水活動
を行うために、地域の方々と合同の応急給水訓練や防
災のひろば等のイベントの機会を通して、地域が主体
となって応急給水拠点を開設していただける関係を構
築します。

これまでの（公社）日本水道協会の相互応援の枠組み、19大都市水道局災害相互応援に関する覚書に
よる取組、他の水道事業体と合同の災害対応や応援訓練等を今後も継続し、より円滑な相互応援体制を構
築します。

東日本大震災の経験やこれまでの被災地支援で培った技術力を活かして、情報発信や被災地支援に取り
組みます。また、被災地支援等を通して、震災経験のない職員にも技術を継承します。

宮城県管工業協同組合をはじめとする関係団体や、（公財）仙台市水道サービス公社、民間事業者等の
協力を得ながら、それぞれの長所が活かせる連携を構築します。また、災害応援に関する協定の実効性を
高めるための訓練等を実施し、応急給水活動や応急復旧作業の迅速化に取り組みます。

使い方は

災害時給水栓セットに

入っている操作手順書

で確認できます！
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方向性11　本市の技術力・ノウハウ・ネットワークを活かした近隣水道事業体との連携強化

全国の水道事業体が人口減少、施設老朽化、人材不足等の課題に直面し、特に、給水人口5万人未満の
小規模水道事業体における経営基盤の強化が急務となっていることから、経営面でのスケールメリットを
創出するため、改正水道法において、広域連携の推進が規定されました。

この法改正を受けて、宮城県においては「水道事業広域連携検討会」を設置する等、制度面における取
組が行われていますが、広域連携をより効果的なものにするためには、各水道事業体が自らの現状や将来
に向けた課題を十分に分析したうえで、それを水道事業体間で共有・議論する中で、広域連携の手法や範
囲、相互のメリットを具体化していく、段階的な検討が必要です。

本市は、宮城県内では突出して規模の大きい水道事業体であり、改正水道法においても地域の中核水道
事業体としての役割が求められています。本市では、これまでも水質検査の受託や実技講習会等の取組を
行ってきましたが、本市の保有する技術力やノウハウ、ネットワークを活かした近隣水道事業体の支援を
更に推進することで、近隣水道事業体においては経営基盤の強化につながるとともに、本市においては技
術力の維持向上につながる等、双方にとって、メリットを創出することが期待できます。

今後の近隣水道事業体との連携強化に向けて、まずは、それぞれの水道事業体との情報共有や意見交換
を行う中で、その水道事業体の状況やニーズを把握していきます。その上で、連携に向けた具体的な内容、
課題や効果を整理して、実現可能なものから順次取組を実施していきます。

柔軟かつ幅広い検討のために、局内では組織横断的な検討体制を設けるとともに、他都市における広域
連携の先進事例調査等も実施しながら、より効果的な連携の在り方を継続的に検討していきます。

各水道事業体における取組 近隣水道事業体との連携強化に向けた取組

自らの現状把握と
将来に向けた課題分析

お互いの情報共有と
意見交換による
ニーズの把握、

具体的な連携の検討 互恵的な連携体制の構築

近隣水道
事業体 仙台市

経営基盤の
強化

技術力の
維持向上等（例）

・経営戦略の策定
・アセットマネジメント
・…水質管理、水道施設管
理、漏水調査業務等の
技術的支援

支援要請

支援
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方向性12　民間事業者・仙台市水道サービス公社との更なる協働

これまでも、民間事業者や（公財）仙台市水道サービス公社とは、工事請負や個別の業務委託（コール
センター・水道修繕受付センター等）、給水装置関連業務の第三者委託等を通して協働による水道事業の
運営を行ってきました。しかし、将来的な施設整備事業の増加や人口減少に伴うマンパワー不足に備えて
いくためには、これまで以上に、水道局単体ではなく、民間事業者等の技術力やマンパワーを活用する等
の協働を推進する必要があります。

全国には民間事業者等と様々な形態の協働を行っている事例があります。しかし、それぞれの都市規模
や置かれている状況は異なるため、他都市と同一の議論を行うことは難しいですが、今後は、他都市の事
例を参考とし、関係者の意向を聞きながら、本市ではどのような手法が可能か継続して検討していくこと
が重要となってきます。

施設の設計、建設、維持管理等の業務について、PFI※1やDBO※2等の新たな事業手法の導入検討等により、
民間事業者等が有するマンパワーやノウハウ等を活用していくことが考えられる一方で、民間事業者等に
おいてもマンパワー不足や技術継承の課題があります。これらの解決に向けた、民間事業者等の人材確保
や技術力の維持向上支援のための講習・研修の実施等、更なる協働に向けた検討を継続して行い、持続可
能な水道事業を実現していきます。

また、今後拡充していく業務のみではなく、例えば、環境対策における水源保全や、防災、広報等、今
まで行ってきた業務に対しても、民間事業者等の力を借りながら更なる協働に向けて取り組んでいくこと
も必要です。

※１【PFI】�Private…Finance…Initiativeの略で、公共施設等の建設・維持管理・運営を、民間の資金・経営能力及び技術力等のノウ
ハウを活用して行うもの。

※２【DBO】Design…Build…Operateの略で、PFIに準じたものであるが、施設整備に伴う資金調達は公共が行い民間資金を利用しないもの。

官民連携による青下水源地の水源保全
「青下の杜プロジェクト」

民間事業者と協働した安全講習
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財政収支見通しと財政運営の考え方6

（１）水道料金収入の見通し
▪ 仙台市の水需要は、事業用水量の減少により、平成９年度をピークに減少傾向が続いていましたが、東日本大

震災後の人口流入等に伴い給水人口が増加していたこと等により、水道料金収入は若干増加していました。
▪ しかしながら、給水人口は令和３年度に減少に転じる見込みとなっており、事業用水量の更なる減少と相まって、

今後、水道料金収入は減少する見込みです。

（２）建設改良費の見通し
▪ 東日本大震災以降、管路や施設の耐震化、水系の二系統化、非常用自家発電設備の更新等の災害対策関

連事業に積極的に取り組んできた結果、建設改良費は増加してきました。
▪ 今後は、高度経済成長期等に集中的に整備してきた管路の更新時期が到来することから、管路の更新ペー

スを従来の約27㎞/年から40㎞/年に上げるほか、国見浄水場と中原浄水場の統合更新が本格化するた
め、今後10年間の建設改良費は更に増加する見込みです。

▪ 管路の更新を40㎞/年にペースアップしても、想定使用年数を超える管路の割合は増加していく見込み
のため、将来的には、官民連携によるマンパワーの確保や、新しい管材料や施工方法の採用等、様々な
手法を検討しながら、更なる管路更新のペースアップを図る必要があります。

グラフ中の実績値について、平成22年度から平成30年度までは決算額、令和元年度は予算額です。

H22 H24 H26 H28 H30 R２ R４ R６ R８ R10

115

万人・百万億円
見通し実績

生活用水量（右目盛り） 事業用水量（右目盛り）

㎥

105

95

85

75

65

255

245

235

225

215

205

水道料金収入 給水人口（右目盛り）

150

億円

100

50

0
H22 H24 H26 H28 H30 R２ R４ R６ R８ R10

配水管整備事業費 施設整備事業費 受託等工事費

見通し実績

水道料金収入・生活用水量・事業用水量・給水人口の推移

建設改良費の推移
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（３）財政運営の考え方
このような厳しい財政状況の中でも本計画を着実に推進し、持続可能な経営を維持するため、次の３つ

の考え方に基づき、引き続き健全かつ安定的な財政運営を進めていきます。

①企業債残高の縮減
▪ 建設改良費の財源として発行する企業債については、その元利償還金※１を将来世代が負担すること

で、世代間の負担の公平化が図られています。これまでは、人口が増加する拡張の時代にあり、一
人当たりの負担が適切な水準に収まってきましたが、今後の人口減少社会においては、将来世代の
一人当たりの負担が過大にならないよう企業債残高の管理を適切に行っていく必要があります。

▪ このため、計画期間中は建設改良事業の企業債充当率を抑えることにより、令和元年度の企業債残
高を超えない水準を維持し、現役世代と将来世代の負担の公平化を図ります。

②安定的な運営資金の確保
▪ 建設改良費の増加と企業債残高の縮減により、運営資金残高は減少していく見通しですが、持続可

能な経営を維持するため、運営資金残高がマイナスとならないよう適切な額を確保します。

③純利益の確保
▪ 事業の純利益を、管路更新のペースアップや国見浄水場と中原浄水場の統合更新の財源として活用

するほか、安定的な運営資金を確保するため、官民連携の推進、アセットマネジメントによるライ
フサイクルコストの縮減、施設の統廃合・ダウンサイジング等の経費削減に取り組みつつ、新たな
財源の確保策や将来的な水道料金等の在り方の検討に取り組みながら、安定的な事業運営に必要な
一定程度の純利益を確保します。

※１【元利償還金】企業債（地方公営企業が国等から借り入れる借金）の発行に伴う、元金と利息の返済のこと。
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※ 広域水道の受水料金については、5年ごとに宮城県等との協議により決定することとなるため、本計画期間中に
おいては、令和2年度に行われる料金改定の内容で受水費を算定しています。また、広域水道からの受水量につ
いては、今後の水需要の動向等を見ながら、国見浄水場と中原浄水場の統合浄水場の適正な施設規模等を検討
していくため、現時点では、令和元年度において見込んでいる水量で受水費を算定しています。

実績億円 億円

800

700

600

500

400

200

150

100

50

0

-20

見通し

H22 H24

H26

H28 H30 R２ R４ R６ R８ R10

運営資金残高

企業債残高（右目盛）

純損益

建設改良費の増により増加
する見込みですが、令和元
年度の残高を超えない水準
を維持していきます。

建設改良費の増等により減
少する見込みですが、持続
可能な経営を維持できる資
金を確保していきます。

水道料金収入の減や建設改良
費の増に伴う減価償却費の増
等により減少する見込みです
が、１年間の営業活動等に必
要な費用は水道料金等の収益
で賄えるようにします。

…宮城県が導入の検討を進めている、水道用水供給事業・工業用水道事業・流域下水道事業を一体化し民間事業者に20
年間運営を委ねる「みやぎ型管理運営方式」については、令和元年度末時点においては導入が決まっておらず、受
水料金に与える影響額等が不明のため、財政収支見通しでは考慮していません。今後、導入が決まり、受水料金に
与える影響額等が明らかになり、本市の財政収支見通しに影響がある場合は、後期5年間の中期経営計画（2025〜
2029）等において反映します。

グラフ中の実績値について、平成22年度から平成30年度までは決算額、令和元年度は予算額です。

純損益、運営資金残高、企業債残高の推移

（４）計画期間内の財政収支計画
年度

区分
R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R6年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度

収
益
的
収
支

収益的収入 304 301 302 301 298 297 295 296 295 293
うち水道料金収入 253 253 253 253 252 251 250 250 249 249

収益的支出 278 253 250 254 252 250 252 256 254 256
うち人件費 38 32 31 32 32 30 30 31 31 31
うち受水費※ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
うち減価償却費等 87 90 90 93 91 92 94 99 97 99
うち支払利息 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5

当年度純損益（税抜） 19 38 39 36 35 35 30 27 27 24

資
本
的
収
支

資本的収入 54 43 55 59 55 52 64 63 70 67
うち企業債 34 34 46 47 46 46 59 58 66 63

資本的支出 190 159 188 184 175 179 196 193 196 186
うち建設改良費 127 99 129 125 120 125 145 146 151 142
うち企業債償還金 63 60 59 59 55 53 51 47 45 44

補てん財源（税抜） 203 186 195 182 178 178 171 159 151 143
運営資金残高（税抜） 67 70 61 58 57 52 40 29 25 25

企業債残高 622 596 583 572 562 556 564 575 596 615

（単位：億円・税込）
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７ 推進体制

本計画では、目指す３つの「将来像」の実現のために、今後10年間に取り組む12の「施策の基本的方
向性」を示しました。

この方向性に沿った具体的な取組の推進のために、前期・後期５年ごとの「仙台市水道事業中期経営計
画」を策定し、年次計画や経営指標、各取組により期待される効果を示します。年度ごとにPDCAサイク
ルによる進捗管理を行い、必要に応じた計画の見直しを図ることで、将来像の実現を目指します。

本計画の推進のために、P９に記載の視点を踏まえ、新しく以下の取組を行います。

「将来像・施策の 
基本的方向性」の評価

各事業の進捗管理を行うとと
もに、各事業における実績が、
計画に掲げる基本理念や将来
像の実現、施策の基本的方向
性、本市のまちづくりや社会
的要請と整合しているかとい
う観点で評価し、必要に応じ
て計画の見直しを図ります。

「(仮称)仙台市水道事業
経営検討委員会」の新設

各分野の有識者により構成され
る会議を設置し、本計画の進捗
状況に客観的な評価をいただく
とともに、今後の社会情勢や水
道事業を取り巻く環境の変化に
順応できているか等、経営上の
重要課題について審議し、必要
に応じて計画の見直しを図りま
す。

「お客さま意識調査」
の継続的な実施

本計画では、水道事業へのお
客さまの理解を得るために、
お客さまとの双方向コミュニ
ケーションの充実等を図って
いきます。その成果を測り、今
後の取組にフィードバックする
ために、お客さま意識調査を
継続的に実施していきます。

経営戦略Point 外部評価Point

事業
計画

中期経営計画（2020-2024） 中期経営計画（2025-2029）

基本計画（2020-2029）

年度ごとの進捗管理

必要に応じた
見直し

計画期間の達成状況

必要に応じた
見直し

NEW１ NEW２ NEW３

お客さまの理解Point

・お客さま
・他の水道事業体、仙台市水道サービス公社
・民間事業者

・外部有識者による評価
・お客さま意識調査

策
定
趣
旨
と
位
置
づ
け

仙
台
の
水
道
の
こ
れ
ま
で
の
あ
ゆ
み

仙
台
市
水
道
事
業
の
将
来
見
通
し

計
画
期
間
中
の
取
組

基
本
理
念
と
将
来
像

財
政
収
支
見
通
し
と
財
政
運
営
の
考
え
方

推
進
体
制
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策定経過
本計画の策定にあたっては、各分野の有識者７名で構成する「仙台市水道事業基本計画検討委員会」に

おいて、水道事業が抱える課題を踏まえ、目指す将来像や施策の基本的方向性について、ご意見をいただ
きながら検討を進めました。

また、パブリックコメントやお客さま意識調査を実施する等、多くの方々から広く寄せられたご意見等
も踏まえながら、本計画を策定しました。

（１）仙台市水道事業基本計画検討委員会

委員名簿 （◎：委員長、○：副委員長、敬称略）

氏名 所属等

◎　太田　　正 作新学院大学　名誉教授

○　西村　　修 東北大学大学院工学研究科　教授

　　有働　恵子 東北大学災害科学国際研究所　准教授

　　佐藤万里子 仙台商工会議所女性会　会長

　　佐藤　裕弥 早稲田大学研究院　准教授
早稲田大学総合研究機構　水循環システム研究所　主任研究員

　　久田　　真 東北大学大学院工学研究科　教授
東北大学インフラ・マネジメント研究センター　センター長

　　若狭久美子 特定非営利活動法人 仙台・みやぎ消費者支援ネット　副代表理事

開催経過

回数 開催日 主な内容

第１回 平成30年11月30日 ・仙台市水道事業基本計画の策定について

第２回 平成31年２月19日 ・仙台市水道事業の将来見通し
・水道に関するお客さま意識調査結果

第３回 平成31年４月26日 ・仙台市水道事業の基本理念と将来像について

第４回 令和元年6月25日 ・仙台市水道事業基本計画の骨子案について

第５回 令和元年８月26日 ・仙台市水道事業基本計画の中間案について

第6回 令和元年11月25日
・仙台市水道事業基本計画の中間案に対する
　市民意見の募集結果について
・仙台市水道事業基本計画（案）について
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（２）パブリックコメント

仙台市水道事業基本計画の中間案について、広く意見を募集し、33名の方から85件の意見が寄せられ、
それらを参考に本計画を策定しました。また、その他計画全体に関するご意見等については、今後の水道
事業の運営の参考とします（意見募集期間：令和元年10月４日～ 令和元年10月31日）。

項目 件数

（１）良好な水道水質の実現に関する意見 ２

（２）災害に強い施設・システムづくりの推進に関する意見 ２

（３）被災時の給水体制強化に関する意見 ２

（４）水需要に合わせた施設の再構築に関する意見 ２

（５）アセットマネジメントに関する意見 ２

（6）水道料金に関する意見 ８

（７）新技術導入に関する意見 ２

（８）人材の確保・育成に関する意見 ９

（９）お客さまとのコミュニケーション充実に関する意見 ４

（10）災害対応における関係団体等との連携強化に関する意見 １

（11）近隣水道事業体との連携強化に関する意見 ３

（12）民間事業者等との協働に関する意見 ５

（13）計画全体に関する意見 ４

（14）その他の意見
 （うち「みやぎ型管理運営方式」に関する意見24件、他15件） 39

合計 85件

意見一覧（本計画に掲げる12の施策の基本的方向性等により分類）
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（３）水道に関するお客さま意識調査結果

お客さまの水道事業に対するニーズや認知度等を把握し、本計画を策定する際の参考とするため、お客
さま意識調査を実施しました。

仙台市の水道を利用している一般家庭のお客さまから、無作為抽出した2,500世帯に対して調査票を郵
送し、紙面もしくはインターネットにより1,416 件の回答をいただきました（調査期間：平成30年８月
30日～平成30年９月30日）。

▪調査の概要
仙台市の水道に対する満足度

お客さまの年齢×浄水場における高度浄水処理の取組の認知度

・約９割のお客さまが、仙台市の水道に概ね満足と回答。
・満足しているお客さまでも、水道局の施策の内容について知らなかったという回答が多かった。

・年齢が下がるにつれて水道局の施策の認知度が下がる傾向がある。

調査結果の詳細については、仙台市水道局ホームページをご覧ください。
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（４）局内の検討状況

▪組織横断検討会
本計画の策定にあたっては、組織の枠を超えた広い視点で検討を行うため、局内職員が参加する組織横

断検討会を開催し、活発な意見交換を行いました。
会議では、水道事業が目指すべき姿や基本理念について、将来の水道事業を担う若手職員を中心にアイ

デアを出し合ったほか、将来像の実現に向けた具体的な施策の検討にあたっては、日常の業務管理を行う
係長級職員を中心に議論を行いました。

▪将来の水道事業の在り方セミナー
本計画の策定にあたっては、水道事業を取り巻く事業環境の変化や、様々な課題を認識し、水道局全体

で議論を行うことが重要であるため、厚生労働省や環境省等の行政機関関係者や、様々な分野の学識経験
者に講演いただき、本計画の策定に必要となる知見を深めました。

開催経過

回数 開催日 テーマ

第１回 平成30年９月26日 水道をめぐる動向について

第２回 平成30年11月７日 水資源・水循環からみる水道事業

第３回 平成30年11月19日 水道事業の民営化と広域化を考える

第４回 平成31年１月29日 Society5.0の実現と建設分野の役割
～100年先まで引き継げるまちづくりへ～

第５回 平成31年４月19日 香川県における水道広域化について

第6回 令和元年７月26日 「知らせる」から「参加」そして「合意形成」へ
～矢巾町水道事業の取組み～

第７回 令和元年９月５日 管路耐震化あれこれ…
『命の水』を支えるカネ、モノ、ヒトを考える

第８回 令和元年11月29日 水道事業を取り巻く環境と広域連携による基盤強化
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仙台市水道事業基本計画
令和２（2020）年度～令和11（2029）年度

仙台市水道局

【表紙写真】青下第一ダム（青葉区熊ケ根）
昭和９年に完成した水道専用ダムです。
玉石の上を水が流れる様子は美しく、ダムの真上にかかった橋
から白い水しぶきを間近に見ることができます。

仙台市水道事業基本計画
令和2（2020）年度～令和11（2029）年度

編集・発行：仙台市水道局総務部経営企画課
〒982-8585 仙台市太白区南大野田29-1
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